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神奈川県道高速横浜羽田空港線等に関する事業の変更の同意

について（概要） 

 

「神奈川県道高速横浜羽田空港線等に関する事業」の中の「料金の額及びその徴収期

間」の一部を変更することについて同意を求められたため、議決をお願いするもの。  

 

１．割引制度の背景 

 ●利便増進事業 

  ・平成２０年の「道路整備費の財源等の特例に関する法律」の改正時に高速道路利 

便増進事業が導入され、景気対策などとして独立行政法人日本高速道路保有・債 

務返済機構が抱える債務のうち約３兆円を国が承継し、債務返済を軽くすることで、 

各種割引を実施 

・当初は、平成２０年～平成３０年の１０年間の予定だったが、割引の拡充、東日本大 

震災の復旧・復興財源への転用などにより、一部の割引について、今年度末で財源 

がなくなる見込み。 

 

 ●首都高速道路距離別料金制への移行 

  ・平成２４年１月１日より料金圏のある均一料金制から料金圏のない距離別料金制

（５００～９００円）へ移行した際に、地方からの意見を踏まえ、激変緩和措置として割

引を実施 

 

２．首都高速道路で実施されている割引のうち、平成２６年３月末で期限切れとなる割引  

 ●利便増進事業で実施している割引 

  ・中央環状線迂回利用割引 

・会社間乗継割引 

 ●首都高速道路株式会社の財源で実施している割引 

  ・大口・多頻度割引（車両単位割引拡充分及び契約者単位割引） 

・放射道路端末区間割引 

・羽田空港アクセス割引 

 

３．現行の「事業」からの主な変更点 

●平成２６年３月末で期限切れとなる割引制度の割引期間２年延長 

●割引額を税抜表記に変更 
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４．各種割引制度 

 （１）平成２６年３月末で期限切れとなる割引（期間延長の同意申請が出された割引） 

① 中央環状線迂回利用割引 

割引内容・目的 適用条件 現行の割引額 

都心へ流入する交通を中央環状線

に誘導し、都心環状線の渋滞緩和、

環境改善を図る。 

都心環状線を利用せず、中央環

状線を利用し、遠回りで迂回した

場合 

普通車１００円 

大型車２００円 

 

   ② 会社間乗継割引（東京湾アクアラインとの乗継割引） 

割引内容・目的 適用条件 現行の割引額 

東京湾アクアラインとの連続利用に関

し、短距離利用時の料金の割高感を

軽減する。 

首都高の利用が６km以下又は接

続地点直近の出入口の場合 

普通車２００円 

大型車４００円 

     （例）普通車の場合                

       殿町～浮島 JCT～東京湾アクアライン  通常５００円 ⇒ ３００円 

       東扇島～浮島 JCT～東京湾アクアライン 通常５００円 ⇒ ３００円 

 

 

③ 大口・多頻度割引（事業者向けの割引）※ETC コーポレートカードを使用して料金を支払う自動車に適用 

  割引率を下表のとおり拡充 

（ア）車両単位割引 

月間利用金額 通常割引率 拡充後

５千円を超え、１万円までの部分 2％ １０％ 

１万円を超え、３万円までの部分 5％ １５％ 

３万円を超え、５万円までの部分 8％ 
２０％ 

５万円を超える部分 12％ 

 

（イ） 契約単位割引 

月間利用金額 割引率 

総額１００万円を超え、かつ、車両１台

当たりの平均利用額が 5,000 円を超え

る場合。 

１０％ 

 

   ④ 放射道路端末区間割引 

割引内容・目的 適用条件 割引後の額 

放射道路から都心までのアクセスに

ついて、利用者の負担軽減を図る。 

浮島ジャンクションからの距離が１

８km を超える都心環状線の各出

入口を利用した場合 

普通車７００円 

大型車１，４００円 

     （例）普通車の場合 

       浮島 JCT～霞ヶ関（距離：21.2km） 通常 800 円 ⇒ ７００円 

※東京湾アクアラインについては、別料金 
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   ⑤ 羽田空港アクセス割引 

割引内容・目的 適用条件 適用距離 

羽田空港へのアクセス性を向上させる

とともに湾岸線への交通誘導を図る。 

湾岸環八・空港中央

出入口を利用した場

合 

実際よりも短い距離を適用 

大師～湾岸環八・空港中央間 1.5Km 

浮島～湾岸環八・空港中央間 2.3 ㎞ 

     （例）普通車の場合 

       殿町から空港中央まで利用   通常６００円（７．７㎞） ⇒ ５００円（５．８㎞） 

       浜川崎から空港中央まで利用  通常７００円（１３．６㎞） ⇒ ５００円（５．３㎞） 

 

 （２）平成６２年９月末（償還期限）まで実施される割引 

   ① 上限料金の引き下げに係る割引 

割引内容・目的 適用条件 現行の割引額 

長距離利用者の負担軽減を図る。 首都高速道路を３０㎞以上走行

した場合 

普通車最大３００円 

大型車最大６００円 

 

② 環境ロードプライシング割引（大型車の割引） 

割引内容・目的 適用条件 割引率 

横羽線から湾岸線又は川崎縦貫

線へ大型車の交通を転換し、内

陸部の沿道環境改善を図る。 

湾岸線の「大黒 JCT～浮島 JCT 間」又

は川崎縦貫線の「大師～浮島 JCT 間」

の一部を通行した大型車 

神奈川県内９５０円均一 

湾岸環八・空港中央出入口１５％ 

その他１０％ 

（例）                

東扇島～幸浦（24.5km）    通常 1,800 円 ⇒  950 円 

       幸浦～湾岸環八（30.9km）   通常 1,800 円 ⇒ 1,530 円（１５％割引） 

       東扇島～浦安（30.3km）    通常 1,800 円 ⇒ 1,620 円（１０％割引） 

        

③ 障害者割引 

割引内容・目的 適用条件 割引率 

障害者の方の自立と社会経

済活動への参加を支援。 

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けたも

の(重度の場合は介護者運転においても適用) 

５０％ 

 

④ 前納割引  

      前払金の額に応じ割引する。  

前納額 割引率 

１０，０００円 約５％ 

５０，０００円 約１４％ 

          ※現在、新規登録は停止されており、残高がある場合に利用が可能 

 

⑤ 路線バス割引  

      事前に登録した路線バス事業者の車両に対し割引 

      割引率 約３９％ 

4



                                       

 

関係法令 
①道路整備特別措置法（抄） 

第３条  

   １ 会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法に規定する協定

を締結したときは、当該協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速道路を

新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。 

   ２ 省略 

３ 会社は第1項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、当該高速道路の道路管

理者（※）の同意を得なければならない。 

４ 前項の規定により道路管理者（※）が協議に応じ、又は同意をしようとするとき

は、地方公共団体の議会の議決を得なければならない。 

５ 省略 

６ 会社は第１項の許可を受けた後、「高速道路の路線名」「新設又は改築に係る工

事内容」のうち「路線名」「工事の区間」「工事方法」、又は「料金の額及びそ

の徴収期間」の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなけ

ればならない。 

７ 第３項及び第４項の規定は、前項の場合について準用する。 

 

②道路法（抄） 

第１６条 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う 

第１７条（抜粋）指定都市の区域内に存する都道府県道の管理は、当該指定市が行う。 

 

   

 

 

 

③道路整備特別措置法（抄） 

第４条（抜粋）会社は、高速道路の新設又は改築の許可（許可変更を含む） 

を受けて新設し、又は改築した高速道路については、工事 

完了の日の翌日から料金徴収期間の満了の日まで、当該道路 

維持、修繕及び災害復旧を行うものとする。      

 

 

 

 

 

 

※神奈川県道高速横浜羽田空港線、神奈川県道高速湾岸線、川崎市道高速縦貫線

は、道路法の規定に基づき、本市が道路管理者となります。 

神奈川県道高速横浜羽田空港線、神奈川県道高速湾岸線、川崎市道高速縦貫線

は、道路整備特別措置法の規定に基づき、高速道路機構と首都高速道路㈱が

道路管理者に代わって管理を行っています。 

5



6



 

 

 

１高速道路の路線名 

 本同意申請の対象となる高速道路の路線名は、以下のとおりとする。 

（１）神奈川県道高速横浜羽田空港線（神奈川県川崎市川崎区浅田四丁目から神奈川県川崎市川崎区

殿町一丁目まで） 

 （２）神奈川県道高速湾岸線（神奈川県川崎市川崎区扇島から神奈川県川崎市川崎区浮島町まで） 

 （３）川崎市道高速縦貫線 

 

本文
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

 

料
金

の
額

及
び

そ
の

徴
収

期
間

 

 〔
１

〕
基

本
料

金
の

額
 

本
文

１
 
高
速

道
路

の
路

線
名
に

記
載
す

る
高

速
道

路
に

お
け

る
基
本

料
金

の
額

は
、
１

回
の

通
行

に
つ

き
、

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

な
お

、
未

供
用

の
路

線
又

は
区

間
に

つ
い

て
は

、
供

用
の

日
か

ら
適

用
す

る
。
 

 
一

．
 

１
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
当

た
り
料

金
の

額
と

固
定

額
  

(
1
)
 
１
キ
ロ

メ
ー

ト
ル

当
た
り

の
普
通

車
の

料
金

の
額
 

利
用

距
離

に
対

し
て

課
す

る
１

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

当
た

り
の

普
通

車
〔

道
路

運
送

車
両

法
（

昭
和

２
６

年
法

律
第

１
８

５
号

）
第

３
条

に
定

め
る

軽
自

動
車

、
小

型
特

殊
自

動

車
、

小
型

自
動

車
及

び
普

通
自

動
車

で
乗

車
定

員
が

２
９

人
以

下
の

も
の

の
う

ち
、

車

両
総

重
量

８
ト

ン
未

満
か

つ
最

大
積
載

量
５

ト
ン

未
満

の
も

の
を
い

う
。

以
下

同
じ

。〕

の
料

金
の

額
は

、
２

９
．

５
２

円
と
す

る
。
 

(
2
)
 
利
用
１

回
に

対
し

て
課
す

る
普
通

車
の

固
定

額
 

利
用

１
回

に
対

し
て

課
す

る
普

通
車
の

固
定

額
は

、
２

０
０

円
と
す

る
。
 

(
3
)
 
１
キ
ロ

メ
ー

ト
ル

当
た
り

の
大
型

車
の

料
金

の
額
 

利
用

距
離

に
対

し
て

課
す

る
１

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

当
た

り
の

大
型

車
〔

車
両

総
重

量
８

ト
ン

以
上

、
最

大
積

載
量

５
ト

ン
以

上
又

は
乗

車
定

員
３

０
人

以
上

の
自

動
車

及
び

大

型
特

殊
自

動
車
（

道
路

運
送
車

両
法
第

３
条

に
定

め
る

大
型

特
殊
自

動
車

を
い

う
。）

を

い
う

。
以

下
同

じ
。
〕

の
料

金
の

額
は

、
記

(
1)

に
定

め
る

額
に

２
を

乗
じ

て
得

た
額

と

す
る

。
 

(
4
)
 
利
用
１

回
に

対
し

て
課
す

る
大
型

車
の

固
定

額
 

利
用

１
回

に
対

し
て

課
す

る
大

型
車

の
固

定
額

は
、

記
(
2
)
に

定
め

る
額

に
２
を

乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

   

 

料
金

の
額

及
び

そ
の

徴
収

期
間
 

 １
 

基
本

料
金

の
額
 

本
文

１
 

高
速

道
路

の
路

線
名

に
記

載
す

る
高

速
道

路
に
お

け
る

基
本

料
金

の
額

は
、

１
回

の
通

行
に

つ
き

、
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
な

お
、
未

供
用

の
路

線
又

は
区

間
に

つ

い
て

は
、

供
用

の
日

か
ら

適
用

す
る
。
 

(１
) 

１
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
当

た
り

料
金
の

額
と

固
定

額
  

ア
 

１
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
当

た
り

の
普
通

車
の

料
金

の
額
 

利
用

距
離

に
対

し
て

課
す

る
１

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

当
た

り
の

普
通

車
〔

道
路

運
送

車
両

法
（

昭
和

２
６

年
法

律
第

１
８

５
号

）
第

３
条

に
定

め
る
軽

自
動

車
、

小
型

特
殊

自
動

車
、

小
型

自
動

車
及

び
普

通
自

動
車

で
乗

車
定

員
が

２
９
人

以
下

の
も

の
の

う
ち

、
車

両
総

重
量

８
ト

ン
未

満
か

つ
最

大
積
載

量
５

ト
ン

未
満

の
も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ
。〕

の
料

金
の

額
は

、
２

９
．

５
２

円
と
す

る
。
 

イ
 

利
用

１
回

に
対

し
て

課
す

る
普
通

車
の

固
定

額
 

利
用

１
回

に
対

し
て

課
す

る
普

通
車
の

固
定

額
は

、
２
０
０

円
と
す

る
。
 

ウ
 

１
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
当

た
り

の
大
型

車
の

料
金

の
額
 

利
用

距
離

に
対

し
て

課
す

る
１

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

当
た

り
の

大
型

車
〔

車
両

総
重

量
８

ト
ン

以
上

、
最

大
積

載
量

５
ト

ン
以

上
又

は
乗

車
定

員
３
０

人
以

上
の

自
動

車
及

び
大

型
特

殊
自

動
車
（

道
路

運
送
車

両
法
第

３
条

に
定

め
る

大
型
特

殊
自

動
車

を
い

う
。
）
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
〕
の

料
金
の

額
は
、
同

号
ア

に
定

め
る
額

に
２
を

乗
じ

て
得

た
額

と

す
る

。
 

エ
 

利
用

１
回

に
対

し
て

課
す

る
大
型

車
の

固
定

額
 

利
用

１
回

に
対

し
て

課
す

る
大

型
車

の
固

定
額

は
、

同
号

イ
に

定
め

る
額

に
２

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

   

別
紙

３
 

別
紙

３
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

二
．

 
適

用
方

法
 

(
1
)
 
料
金
距

離
 

首
都

高
速

道
路

の
入

口
、
出
口

又
は
首

都
高

速
道

路
と

東
日

本
高
速

道
路

株
式
会
社

、

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
若

し
く
は

東
京

高
速

道
路

株
式

会
社
の

管
理

す
る

道
路

と

の
接

続
部

（
以

下
「

出
入

口
等

」
と
い

う
。
）
の

相
互

間
の
距

離
（
以

下
「

料
金

距
離

」

と
い

う
。）

は
、
街
路

と
の

接
続

部
か
ら

入
口

の
本

線
合

流
部

及
び
出

口
の

本
線

分
流
部

ま
で

の
延

長
並

び
に

東
京

高
速

道
路
株

式
会

社
線

を
距

離
に

算
入
せ

ず
、

出
入

口
等

の

相
互

間
の

最
短

経
路

に
よ

り
算

出
し
た

距
離

と
す

る
。
 

 

（
注

）
 

Ａ
 

料
金

距
離

は
次

の
原

則
に

従
い
定

め
る

も
の

と
す

る
。
た
だ

し
、
記
一

．
に

定
め
る

額
を

適
用

す
る

時
点

に
お

い
て

供
用

さ
れ

て
い

な
い

出
入

口
等

に
関

す
る

料
金

距
離

に
つ

い
て

は
、

当
該

出
入

口
等

に
係
る

供
用

の
日

か
ら

適
用

す
る
。
 

 

a：
 
出

入
口

等
の

相
互

間
の
経

路
が
複

数
存

在
す

る
場

合
は

、
実

際
に

利
用

し
た

経
路

に
か

か
わ

ら
ず

、
首

都
高

速
道
路

の
み
を

通
行

す
る

場
合

の
最

短
経
路

に
よ

り
算

出

し
た

距
離

を
料

金
距

離
と

す
る

。
 

b
: 
出
入

口
等

の
相
互

間
の

距
離

が
通
行

す
る

方
向

に
よ

り
異

な
る
場

合
は

、
実

際
に

利
用

し
た

経
路

に
か

か
わ

ら
ず

、
短
い

距
離

と
な

る
通

行
方
向

の
距
離

を
料

金
距

離

と
す

る
。
 

c
:
 

常
盤

橋
出

入
口

又
は

八
重

洲
出

入
口

を
入

口
又

は
出

口
と

し
て

首
都

高
速

道
路

を
通

行
し

て
き

た
自

動
車

が
、

引
き
続

き
東

京
高

速
道

路
株

式
会
社

線
を

通
行
し
、

更
に

引
き

続
い

て
首

都
高

速
道

路
を
乗

継
利

用
す

る
場

合
は

、
料
金

距
離

に
は
東
京

高
速

道
路

株
式

会
社

線
の

距
離

を
含
め

な
い

も
の

と
す

る
。

 

Ｂ
 

現
金

車
［

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

〔
有

料
道

路
自

動
料

金
収

受
シ

ス
テ

ム
を

使
用

す
る

料
金

徴

収
事

務
の

取
扱

い
に

関
す

る
省

令
（

平
成

１
１

年
建

設
省

令
第

３
８

号
。

以
下

「
建

設
省

令
」
と

い
う

。）
第

１
条
に

規
定
す

る
有

料
道

路
自

動
料

金
収
受

シ
ス

テ
ム
（

以

下
「
Ｅ

Ｔ
Ｃ

シ
ス

テ
ム
」
と
い

う
。）

を
使
用

し
て

無
線

通
信

に
よ
り

料
金

を
徴

収
す

(２
) 

適
用

方
法
 

ア
 

料
金

距
離
 

首
都

高
速

道
路

の
入

口
、
出
口

又
は
首

都
高

速
道

路
と
東
日

本
高
速

道
路

株
式

会
社

、

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
若

し
く
は

東
京

高
速

道
路

株
式
会

社
の

管
理

す
る

道
路

と

の
接

続
部

（
以

下
「

出
入

口
等

」
と
い

う
。
）
の

相
互

間
の
距

離
（
以

下
「

料
金

距
離
」

と
い

う
。
）
は
、

街
路

と
の

接
続

部
か
ら

入
口

の
本

線
合

流
部

及
び
出

口
の

本
線

分
流
部

ま
で

の
延

長
並

び
に

東
京

高
速

道
路
株

式
会

社
線

を
距

離
に
算

入
せ

ず
、

出
入

口
等

の

相
互

間
の

最
短

経
路

に
よ

り
算

出
し
た

距
離

と
す

る
。
 

 （
注

）
 

Ａ
 

料
金

距
離

は
次

の
原

則
に

従
い

定
め

る
も

の
と

す
る
。

た
だ

し
、

同
項

第
１

号
に

定
め

る
額

を
適

用
す

る
時

点
に

お
い

て
供

用
さ

れ
て

い
な

い
出

入
口

等
に

関
す

る
料

金
距

離
に

つ
い

て
は

、
当

該
出

入
口
等

に
係

る
供

用
の
日
か

ら
適
用

す
る

。
 

(
A
)
：

 
出

入
口

等
の

相
互

間
の

経
路

が
複

数
存

在
す

る
場

合
は

、
実

際
に

利
用

し
た

経
路

に
か

か
わ

ら
ず

、
首

都
高

速
道

路
の

み
を

通
行

す
る

場
合

の
最

短
経

路
に

よ

り
算

出
し

た
距

離
を

料
金

距
離

と
す
る

。
 

(
B
)
:
 出

入
口

等
の

相
互

間
の
距

離
が
通

行
す

る
方

向
に

よ
り

異
な
る

場
合

は
、
実

際

に
利

用
し

た
経

路
に

か
か

わ
ら

ず
、

短
い

距
離

と
な

る
通

行
方

向
の

距
離

を
料

金

距
離

と
す

る
。
 

(
C
)
:
 
常

盤
橋

出
入

口
又

は
八

重
洲

出
入

口
を

入
口

又
は

出
口

と
し

て
首

都
高

速
道

路
を

通
行

し
て

き
た

自
動

車
が

、
引

き
続

き
東

京
高

速
道

路
株

式
会

社
線

を
通

行

し
、

更
に

引
き

続
い

て
首

都
高

速
道

路
を

乗
継

利
用

す
る

場
合

は
、

料
金

距
離

に

は
東

京
高

速
道

路
株

式
会

社
線

の
距
離

を
含

め
な
い
も

の
と

す
る
。
 

 
 

 
Ｂ

 
現

金
車

［
Ｅ

Ｔ
Ｃ

車
〔

有
料

道
路

自
動

料
金

収
受

シ
ス

テ
ム

を
使

用
す

る
料

金
徴

収
事

務
の

取
扱

い
に

関
す

る
省

令
（

平
成

１
１

年
建

設
省

令
第

３
８

号
。

以
下

「
建

設
省

令
」
と

い
う

。
）
第

１
条
に

規
定
す

る
有

料
道

路
自

動
料

金
収
受

シ
ス

テ
ム
（

以

下
「
Ｅ

Ｔ
Ｃ

シ
ス

テ
ム

」
と
い

う
。）

を
使

用
し

て
無
線
通
信

に
よ
り

料
金

を
徴

収
す

る
自

動
車

を
い

う
｡
た
だ

し
、
無

線
通
信

に
よ

る
通

行
を

意
図

す
る
も
、

事
情

に
よ

り
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

る
自

動
車

を
い

う
｡
た
だ

し
、
無

線
通
信

に
よ

る
通

行
を

意
図

す
る
も

、
事

情
に

よ
り

無
線

通
信

に
よ

る
通

行
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

無
線

通
信

に
よ

る
通

行
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
無

線
通

信
に
よ

り
通

行
し

た
も

の
と

み
な
す

。
以

下
同
じ
。〕

以
外

の
自

動
車

を
い

う
。
以
下

同
じ
。］

は
、
首

都
高

速
道
路

の
入
口

等
か

ら
利

用
可

能
な

最
遠

の
出

口
等

ま
で

の
距

離
を

料
金

距
離

と
し

、
そ

の
料

金
距

離
に

応
じ

て
料

金
の

額
を

適
用

す
る

。
 

  

(
2
)
 
出
入
口

等
の

相
互

間
の
料

金
の
計

算
額
 

出
入

口
等

の
相

互
間

の
料

金
の

計
算

額
は

、
車

種
ご

と
に

出
入

口
等

の
相

互
間

の
料

金
距

離
に

応
じ

て
、

次
の

算
式

に
よ
り

算
出

す
る

。
 

 

料
金

の
計

算
額

＝
Ｌ

Ｒ
＋

Ｆ
 

（
単
位

：
円

）
 

 

（
注

）
上

記
計

算
式

に
お

い
て

Ｌ
、
Ｒ

及
び

Ｆ
は

、
そ

れ
ぞ

れ
次
の

数
値

を
表

す
。
 

 
Ｌ

：
出

入
口

等
の

相
互

間
の

料
金
距

離
（

単
位

：
キ

ロ
メ

ー
ト
ル

）
 

 
Ｒ

：
１

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

当
た

り
の
料

金
の

額
（

単
位

：
円

）
 

 
Ｆ

：
利

用
１

回
に

対
し

て
課

す
る
固

定
額

（
単

位
：

円
）

 

 

(
3
)
 
通
行
止

め
に

伴
う

料
金
調

整
 

最
初

に
首

都
高

速
道

路
に

流
入

し
た

入
口

又
は

首
都

高
速

道
路

と
東

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

、
中

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

若
し

く
は

東
京

高
速

道
路

株
式

会
社

の
管

理

す
る

道
路

と
の

接
続

部
（
以
下
「

入
口
等
」
と
い

う
。）

を
Ａ

、
通

行
止

め
に

よ
っ
て
首

都
高

速
道

路
の

連
続

し
た

利
用

が
不

可
能

と
な

っ
た

こ
と

を
理

由
と

し
て

通
行

止
め

区

間
を

迂
回

す
る

経
路

の
起

点
と

な
る

途
中

流
出

出
口

又
は

首
都

高
速

道
路

と
東

日
本

高

速
道

路
株

式
会

社
、

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
若

し
く

は
東

京
高

速
道

路
株

式
会

社

の
管

理
す

る
道

路
と

の
接

続
部

（
以
下

「
出

口
等

」
と

い
う

。
）
を

Ｂ
、

途
中

流
出
後
、

当
該

迂
回

経
路

の
終

点
と

な
る

首
都

高
速

道
路

へ
の

再
流

入
入

口
等

を
Ｃ

、
首

都
高

速

無
線

通
信

に
よ

る
通

行
が

不
可

能
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

無
線

通
信

に
よ

る
通

行
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
無

線
通

信
に
よ

り
通

行
し

た
も
の
と

み
な
す

。
以

下
同

じ
。〕

以
外

の
自

動
車

を
い

う
。
以
下

同
じ
。
］
は

、
首

都
高
速
道
路

の
入
口

等
か

ら
利

用
可

能
な

最
遠

の
出

口
等

ま
で

の
距

離
を

料
金

距
離

と
し

、
そ

の
料

金
距

離
に

応
じ

て
料

金
の

額
を

適
用

す
る

。
 

   イ
 

出
入

口
等

の
相

互
間

の
料

金
の
計

算
額
 

出
入

口
等

の
相

互
間

の
料

金
の

計
算

額
は

、
車

種
ご

と
に

出
入

口
等

の
相

互
間

の
料

金
距

離
に

応
じ

て
、

次
の

算
式

に
よ
り

算
出

す
る

。
 

 

料
金

の
計

算
額

＝
Ｌ

Ｒ
＋

Ｆ
 

（
単
位

：
円

）
 

 

（
注

）
上

記
計

算
式

に
お

い
て

Ｌ
、
Ｒ

及
び

Ｆ
は

、
そ

れ
ぞ
れ

次
の

数
値

を
表

す
。
 

 
 

 
 

Ｌ
：

出
入

口
等

の
相

互
間
の

料
金

距
離

（
単

位
：

キ
ロ
メ

ー
ト

ル
）
 

 
 

 
 

Ｒ
：

１
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
当
た

り
の

料
金

の
額

（
単

位
：
円

）
 

 
 

 
 

Ｆ
：

利
用

１
回

に
対

し
て
課

す
る

固
定

額
（

単
位

：
円
）
 

 

ウ
 

通
行

止
め

に
伴

う
料

金
調

整
 

最
初

に
首

都
高

速
道

路
に

流
入

し
た

入
口

又
は

首
都

高
速

道
路

と
東

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

、
中

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

若
し

く
は

東
京
高

速
道

路
株

式
会

社
の

管
理

す
る

道
路

と
の

接
続

部
（
以
下

「
入

口
等

」
と

い
う

。
）
を
Ａ

、
通

行
止

め
に

よ
っ

て
首

都
高

速
道

路
の

連
続

し
た

利
用

が
不

可
能

と
な

っ
た

こ
と
を

理
由

と
し

て
通

行
止

め
区

間
を

迂
回

す
る

経
路

の
起

点
と

な
る

途
中

流
出

出
口

又
は
首

都
高

速
道

路
と

東
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
、

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
若

し
く
は

東
京

高
速

道
路

株
式

会
社

の
管

理
す

る
道

路
と

の
接

続
部

（
以
下

「
出

口
等

」
と

い
う
。
）
を

Ｂ
、

途
中

流
出
後
、

当
該

迂
回

経
路

の
終

点
と

な
る

首
都

高
速

道
路

へ
の

再
流
入

入
口

等
を

Ｃ
、

首
都

高
速
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

道
路

に
再

流
入

し
た

後
の

最
終

流
出

出
口

等
を

Ｄ
と

し
、

通
行

止
め

に
よ

っ
て

首
都

高

速
道

路
の

連
続

し
た

利
用

が
不

可
能

と
な

っ
た

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
Ｂ

Ｃ
間

を
迂

回

し
て

通
行

し
た

自
動

車
が

、
首

都
高

速
道

路
を

順
方

向
に

通
行

し
、

Ｃ
に

お
い

て
通

行

止
め

に
よ

り
迂

回
し

て
通

行
し

た
事

実
を

示
し

た
場

合
の

料
金

の
額

に
つ

い
て

、
以

下

の
よ

う
に

料
金

調
整

を
行

っ
た

額
を
徴

収
す

る
。
 

 
 

 
(
ｲ
) 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

の
場
合

の
料
金

調
整
 

Ａ
Ｂ

間
の

料
金

距
離

と
Ｃ

Ｄ
間

の
料

金
距

離
を

合
算

し
た

料
金

距
離

に
応

じ
て

、

記
(
2
)の

計
算

式
に

よ
り

算
出
さ

れ
た
料

金
の

額
を

適
用

す
る

。
 

(
ﾛ
)
 
現
金
車

の
場

合
の

料
金
調

整
 

Ａ
Ｂ

間
の

通
行

と
Ｃ

Ｄ
間

の
通

行
を

１
回

の
通

行
と

み
な

し
て

、
Ａ

Ｄ
間

の
料

金

距
離

に
応

じ
て

、
記

(
2)
の
計
算

式
に
よ

り
算

出
さ

れ
た

料
金

の
額
を

適
用

す
る

。
 

 

三
．

 
消

費
税

等
の

取
扱

い
及

び
料
金

の
単

位
 

記
二

.
(2
)
に

定
め

る
方

法
に

よ
り

算
出

し
た

車
種

ご
と

の
出

入
口

等
の

相
互

間
の

料
金

距
離

に
応

じ
た

額
に

消
費

税
法

（
昭

和
６

３
年

法
律

第
１

０
８

号
）

及
び

地
方

税
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
２

２
６

号
）

に
て

定
め

る
消

費
税

額
及

び
地

方
消

費
税

額
に

相
当

す
る

額
を

加
算
し
、

四
捨

五
入

に
よ

り
、
１

０
円

単
位

の
端

数
処

理
を
行

う
こ

と
と

す
る
。
 

た
だ

し
、

事
前

に
国

土
交

通
大

臣
に

届
出

を
行

う
こ

と
で

、
切

捨
て

に
よ

り
、

１
０

円

単
位

の
端

数
処

理
を

行
う

こ
と

が
で
き

る
。
 

 〔
２

〕
特

別
の

措
置
 

料
金

の
額

に
つ

い
て

は
、

記
〔

１
〕

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

分
の

間
、

次
の

と
お

り
特

別
の

措
置

を
適

用
す

る
。

な
お

、
未

供
用

の
路

線
又

は
区

間
に

つ
い

て
は

、
供

用
の

日

か
ら

適
用

す
る

。
 

一
．

 
料

金
距

離
に

応
じ

た
料

金
の
額
 

首
都

高
速

道
路

を
通

行
す

る
普

通
車

及
び

大
型

車
の

料
金

の
額

は
、

利
用

し
た

出
入

口

等
の

相
互

間
の

料
金

距
離

に
基

づ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
１

回
の

通
行

に
つ

き
１

台
当

た
り

、
下

表
の

区
分

に
応

じ
た

額
と

す
る

。
 

 

道
路

に
再

流
入

し
た

後
の

最
終

流
出

出
口

等
を

Ｄ
と

し
、
通

行
止

め
に

よ
っ

て
首

都
高

速
道

路
の

連
続

し
た

利
用

が
不

可
能

と
な

っ
た

こ
と

を
理
由

と
し

て
、

Ｂ
Ｃ

間
を

迂
回

し
て

通
行

し
た

自
動

車
が

、
首

都
高

速
道

路
を

順
方

向
に
通

行
し

、
Ｃ

に
お

い
て

通
行

止
め

に
よ

り
迂

回
し

て
通

行
し

た
事

実
を

示
し

た
場

合
の
料

金
の

額
に

つ
い

て
、

以
下

の
よ

う
に

料
金

調
整

を
行

っ
た

額
を
徴

収
す

る
。
 

(
ｱ
)
 
Ｅ

Ｔ
Ｃ

車
の

場
合

の
料
金

調
整
 

 
 

 
 

 
Ａ

Ｂ
間

の
料

金
距

離
と
Ｃ

Ｄ
間

の
料

金
距

離
を

合
算
し

た
料

金
距

離
に

応
じ

て
、

同
項

第
２

号
イ

の
計

算
式

に
よ

り
算
出

さ
れ

た
料

金
の
額
を

適
用
す

る
。
 

(
ｲ
)
 
現

金
車

の
場

合
の

料
金
調

整
 

 
 

 
 

 
Ａ

Ｂ
間

の
通

行
と

Ｃ
Ｄ
間

の
通

行
を

１
回

の
通

行
と
み

な
し

て
、

Ａ
Ｄ

間
の

料
金

距
離

に
応

じ
て

、
同

項
第

２
号

イ
の
計

算
式

に
よ

り
算
出
さ

れ
た
料

金
の

額
を

適
用

す
る

。
 

(３
) 

消
費

税
等

の
取

扱
い

及
び

料
金
の

単
位
 

同
項

第
２

号
イ

に
定

め
る

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
車

種
ご
と

の
出

入
口

等
の

相
互

間
の

料
金

距
離

に
応

じ
た

額
に

消
費

税
法

（
昭

和
６

３
年

法
律
第

１
０

８
号

）
及

び
地

方
税

法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
２

２
６

号
）

に
て

定
め

る
消

費
税
額

及
び

地
方

消
費

税
相

当
額

を

加
算

し
、

四
捨

五
入

に
よ

り
、

１
０
円

単
位

の
端

数
処

理
を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

  

 ２
 

特
別

の
措

置
 

 
 

 
料

金
の

額
に

つ
い

て
は

、
第

１
項

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

分
の

間
、

次
の

と
お

り
特

別
の

措
置

を
適

用
す

る
。

な
お

、
未

供
用

の
路

線
又

は
区

間
に
つ

い
て

は
、

供
用

の
日

か
ら

適

用
す

る
。
 

(１
) 

料
金

距
離

に
応

じ
た

料
金

の
額
 

首
都

高
速

道
路

を
通

行
す

る
普

通
車

及
び

大
型

車
の

料
金
の

額
は

、
利

用
し

た
出

入
口

等
の

相
互

間
の

料
金

距
離

に
基

づ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
１

回
の
通

行
に

つ
き

１
台

当
た

り
、

下

表
の

区
分

に
応

じ
た

額
と

す
る

。
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

 

料
金

距
離
 

料
金

の
額
 

普
通

車
 

大
型

車
 

６
．

０
k
m
以

下
 

４
７

６
．

１
９

円
 

９
５

２
．

３
８
円
 

６
．

０
k
m
超

１
２

．
０

k
m
以
下

 
５

７
１
．

４
２

円
 

１
，
１
４

２
．
８

４
円
 

１
２

．
０

km
超
１

８
．

０
km

以
下
 

６
６

６
．

６
６

円
 

１
，
３
３

３
．
３

２
円
 

１
８

．
０

km
超
２

４
．

０
km

以
下
 

７
６

１
．

９
０

円
 

１
，
５
２

３
．
８

０
円
 

２
４

．
０

km
超
３

０
．

０
km

以
下
 

８
５

７
．

１
４

円
 

１
，
７
１

４
．
２

８
円
 

３
０

．
０

km
超
３

６
．

０
km

以
下
 

９
５

２
．

３
８

円
 

１
，
９
０

４
．
７

６
円
 

３
６

．
０

km
超
４

２
．

０
km

以
下
 

１
，
０
４

７
．
６
１

円
 
２

，
０
９

５
．
２

２
円
 

４
２

．
０

km
超
 

１
，
１
４

２
．
８
５

円
 
２

，
２
８

５
．
７

０
円

 

（
注

）
 

Ａ
 

料
金

距
離

は
次

の
原

則
に

従
い

定
め

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
上

表
に

定
め

る
額

を
適

用
す

る
時

点
に

お
い

て
供

用
さ

れ
て

い
な

い
出

入
口

等
に

関
す

る
料

金

距
離

に
つ

い
て

は
、

当
該

出
入

口
等
に

係
る

供
用

の
日

か
ら

適
用
す

る
。
 

a
：
 
出

入
口

等
の

相
互

間
の
経

路
が
複

数
存

在
す

る
場

合
は

、
実

際
に

利
用
し
た

経
路

に
か

か
わ

ら
ず

、
首

都
高
速

道
路
の

み
を

通
行

す
る

場
合

の
最
短

経
路

に
よ

り
算

出
し

た
距

離
を

料
金

距
離

と
す
る

。
 

b
:
 

出
入

口
等

の
相

互
間

の
距

離
が

通
行

す
る

方
向

に
よ

り
異

な
る

場
合

は
、

実

際
に

利
用

し
た

経
路

に
か

か
わ

ら
ず
、
短
い

距
離

と
な

る
通
行

方
向
の

距
離

を
料

金
距

離
と

す
る

。
 

c
:
 

常
盤

橋
出

入
口

又
は

八
重

洲
出

入
口

を
入

口
又

は
出

口
と

し
て

首
都

高
速

道

路
を

通
行

し
て

き
た

自
動

車
が

、
引
き

続
き

東
京

高
速

道
路
株

式
会
社

線
を

通
行

し
、
更
に

引
き

続
い

て
首

都
高

速
道
路

を
乗

継
利

用
す

る
場

合
は
、
料
金
距
離

に

は
東

京
高

速
道

路
株

式
会

社
線

の
距
離

を
含

め
な

い
も

の
と

す
る
。
 

Ｂ
 

空
港

中
央

出
入

口
又

は
湾

岸
環

八
出

入
口

に
お

い
て

通
行

を
開

始
し

、
又

は
終

了
す

る
場

合
に

お
け

る
下

表
左

欄
の
区

間
の

料
金

距
離

は
、
同

表
右
欄

に
掲

げ
る

区

 

料
金

距
離
 

料
金

の
額
 

普
通

車
 

大
型

車
 

６
．

０
k
m
以

下
 

４
７

６
．

１
９

円
 

９
５

２
．

３
８

円
 

６
．

０
k
m
超

１
２

．
０

k
m
以
下

 
５

７
１
．

４
２

円
 

１
，
１
４

２
．
８

４
円
 

１
２

．
０

k
m
超

１
８

．
０

k
m
以
下
 

６
６

６
．

６
６

円
 

１
，
３
３

３
．
３

２
円
 

１
８

．
０

k
m
超

２
４

．
０

k
m
以
下
 

７
６

１
．

９
０

円
 

１
，
５
２

３
．
８

０
円
 

２
４

．
０

k
m
超

３
０

．
０

k
m
以
下
 

８
５

７
．

１
４

円
 

１
，
７
１

４
．
２

８
円
 

３
０

．
０

k
m
超

３
６

．
０

k
m
以
下
 

９
５

２
．

３
８

円
 

１
，
９
０

４
．
７

６
円
 

３
６

．
０

k
m
超

４
２

．
０

k
m
以
下
 
１

，
０
４

７
．
６

１
円
 
２

，
０
９

５
．
２

２
円
 

４
２

．
０

km
超
 

１
，
１
４

２
．
８

５
円

 
２

，
２
８

５
．
７

０
円

 

（
注

）
 

Ａ
 

料
金

距
離

は
次

の
原

則
に

従
い

定
め

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
上

表
に

定
め

る
額

を
適

用
す

る
時

点
に

お
い

て
供

用
さ

れ
て

い
な

い
出

入
口

等
に

関
す

る
料

金

距
離

に
つ

い
て

は
、

当
該

出
入

口
等
に

係
る

供
用
の
日

か
ら

適
用
す

る
。
 

(
A
)
：
 

出
入

口
等

の
相

互
間
の

経
路
が

複
数

存
在
す
る

場
合

は
、

実
際

に
利

用
し

た
経

路
に

か
か

わ
ら

ず
、

首
都

高
速

道
路

の
み

を
通

行
す

る
場

合
の

最
短

経

路
に

よ
り

算
出

し
た

距
離

を
料

金
距
離

と
す
る
。
 

(
B
)
:
 

出
入

口
等

の
相

互
間

の
距

離
が

通
行

す
る

方
向

に
よ

り
異

な
る

場
合

は
、

実
際

に
利

用
し

た
経

路
に

か
か

わ
ら

ず
、

短
い

距
離

と
な

る
通

行
方

向
の

距
離

を
料

金
距

離
と

す
る

。
 

(
C
)
:
 

常
盤

橋
出

入
口

又
は

八
重

洲
出

入
口

を
入

口
又

は
出

口
と

し
て

首
都

高
速

道
路

を
通

行
し

て
き

た
自

動
車

が
、

引
き

続
き

東
京

高
速

道
路

株
式

会
社

線
を

通
行

し
、

更
に

引
き

続
い

て
首

都
高

速
道

路
を

乗
継

利
用

す
る

場
合

は
、

料
金

距
離

に
は

東
京

高
速

道
路

株
式

会
社
線

の
距

離
を
含
め

な
い

も
の
と

す
る

。
 

Ｂ
 

空
港

中
央

出
入

口
又

は
湾

岸
環

八
出

入
口

に
お

い
て

通
行

を
開

始
し

、
又

は
終

了
す

る
場

合
に

お
け

る
下

表
左

欄
の
区

間
の

料
金

距
離
は
、
同
表

右
欄

に
掲

げ
る
区
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

間
の

料
金

距
離

を
用

い
る

も
の

と
す
る

。
た

だ
し

、
本
運

用
を

適
用
す

る
期

間
は

平

成
２

４
年

１
月

１
日

以
降
首

都
高

速
道

路
株

式
会

社
（

以
下

「
会

社
」

と
い
う

。
）

が
別

に
定

め
る

日
か

ら
平

成
２

８
年
３

月
３

１
日

ま
で

の
間

と
す
る

。
 

 

対
象

区
間
 

料
金

距
離
 

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
か

ら
空

港

中
央

出
入

口
ま

で
 

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
か

ら
湾

岸
環

八
出

入
口

ま
で

の
料

金
距

離
 

大
師

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
か

ら
空

港
中

央

出
入

口
又

は
湾

岸
環

八
出

入
口

ま
 で
 

大
師

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
か

ら
羽

田
出

入
口

ま
で

の
料

金
距

離
 

  

Ｃ
 

現
金

車
は

、
首

都
高

速
道

路
の

入
口

等
か

ら
利

用
可

能
な

最
遠

の
出

口
等

ま
で

の
距

離
を

料
金

距
離

と
し

、
そ

の
料
金

距
離

に
応

じ
て

料
金

の
額
を

適
用

す
る
。
 

  

二
．

 
通

行
止

め
に

伴
う

料
金

調
整
 

最
初

に
首

都
高

速
道

路
に

流
入

し
た

入
口

等
を

Ａ
、

通
行

止
め

に
よ

っ
て

首
都

高
速

道

路
の

連
続

し
た

利
用

が
不

可
能

と
な

っ
た

こ
と

を
理

由
と

し
て

通
行

止
め

区
間

を
迂

回
す

る
経

路
の

起
点

と
な

る
途

中
流

出
出

口
等

を
Ｂ

、
途

中
流

出
後

、
当

該
迂

回
経

路
の

終
点

と
な

る
首

都
高

速
道

路
へ

の
再

流
入

入
口

等
を

Ｃ
、

首
都

高
速

道
路

に
再

流
入

し
た

後
の

最
終

流
出

出
口

等
を

Ｄ
と

し
、

通
行

止
め

に
よ

っ
て

首
都

高
速

道
路

の
連

続
し

た
利

用
が

不
可

能
と

な
っ

た
こ

と
を

理
由

と
し

て
、

Ｂ
Ｃ

間
を

迂
回

し
て

通
行

し
た

自
動

車
が

、
首

都
高

速
道

路
を

順
方

向
に

通
行

し
、

Ｃ
に

お
い

て
通

行
止

め
に

よ
り

迂
回

し
て

通
行

し
た

事
実

を
示

し
た

場
合

の
料

金
の

額
に

つ
い

て
、

以
下

の
よ

う
に

料
金

調
整

を
行

っ
た

額
を

徴
収

す
る

。
 

 
(
1
) 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

の
場

合
の
料

金
調
整
 

Ａ
Ｂ

間
の

料
金

距
離

と
Ｃ

Ｄ
間

の
料

金
距

離
を

合
算

し
た

料
金

距
離

に
応

じ
て

、
料

金
の

額
を

適
用

す
る

。
 

間
の

料
金

距
離

を
用

い
る

も
の

と
す
る
。
た
だ

し
、
本
運
用

を
適
用

す
る

期
間

は
平

成
２

４
年

１
月

１
日

以
降

会
社

が
別

に
定

め
る

日
か

ら
平

成
２

６
年

３
月

３
１

日

ま
で

の
間

と
す

る
。
 

 

対
象

区
間
 

料
金

距
離
 

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
か

ら
空

港

中
央

出
入

口
ま

で
 

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
か

ら
湾

岸
環

八
出

入
口

ま
で

の
料

金
距

離
 

大
師

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
か

ら
空

港
中

央

出
入

口
又

は
湾

岸
環

八
出

入
口

ま
で
 

大
師

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
か

ら
羽

田
出

入
口

ま
で

の
料

金
距

離
 

  Ｃ
 

現
金

車
は

、
首

都
高

速
道

路
の

入
口

等
か

ら
利

用
可

能
な

最
遠

の
出

口
等

ま
で

の
距

離
を

料
金

距
離

と
し

、
そ

の
料
金

距
離

に
応
じ
て

料
金

の
額
を

適
用

す
る

。
 

 

 

(２
) 

通
行

止
め

に
伴

う
料

金
調

整
 

 
 

 
最

初
に

首
都

高
速

道
路

に
流

入
し

た
入

口
等

を
Ａ

、
通

行
止

め
に

よ
っ

て
首

都
高

速
道

路
の

連
続

し
た

利
用

が
不

可
能

と
な

っ
た

こ
と

を
理

由
と
し

て
通

行
止

め
区

間
を

迂
回

す

る
経

路
の

起
点

と
な

る
途

中
流

出
出

口
等

を
Ｂ

、
途

中
流
出

後
、

当
該

迂
回

経
路

の
終

点

と
な

る
首

都
高

速
道

路
へ

の
再

流
入

入
口

等
を

Ｃ
、

首
都
高

速
道

路
に

再
流

入
し

た
後

の

最
終

流
出

出
口

等
を

Ｄ
と

し
、

通
行

止
め

に
よ

っ
て

首
都
高

速
道

路
の

連
続

し
た

利
用

が

不
可

能
と

な
っ

た
こ

と
を

理
由

と
し

て
、

Ｂ
Ｃ

間
を

迂
回
し

て
通

行
し

た
自

動
車

が
、

首

都
高

速
道

路
を

順
方

向
に

通
行

し
、

Ｃ
に

お
い

て
通

行
止
め

に
よ

り
迂

回
し

て
通

行
し

た

事
実

を
示

し
た

場
合

の
料

金
の

額
に

つ
い

て
、

以
下

の
よ
う

に
料

金
調

整
を

行
っ

た
額

を

徴
収

す
る

。
 

 
 

ア
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

の
場

合
の

料
金
調

整
 

 
 

 
 

Ａ
Ｂ

間
の

料
金

距
離

と
Ｃ

Ｄ
間

の
料

金
距

離
を

合
算

し
た

料
金

距
離

に
応

じ
て

、
料

金
の

額
を

適
用

す
る

。
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

(
2
)
 
現
金
車

の
場

合
の

料
金
調

整
 

Ａ
Ｂ

間
の

通
行

と
Ｃ

Ｄ
間

の
通

行
を

１
回

の
通

行
と

み
な

し
て

、
Ａ

Ｄ
間

の
料

金
距

離
に

応
じ

て
料

金
の

額
を

適
用

す
る
。
 

 

三
．

 
消

費
税

等
の

取
扱

い
及

び
料
金

の
単

位
 

記
一

．
に

定
め

る
料

金
の

額
に

消
費

税
法

及
び

地
方

税
法

に
て

定
め

る
消

費
税

額
及

び

地
方

消
費

税
額

に
相

当
す

る
額

を
加

算
し

、
四

捨
五

入
に

よ
り

、
１

０
円

単
位

の
端

数
処

理
を

行
う

こ
と

と
す

る
。
 

た
だ

し
、
事
前

に
国

土
交

通
大

臣
に
届

出
を

行
う

こ
と

で
、
切

捨
て

に
よ

り
、
１
０
円
単

位
の

端
数

処
理

を
行

う
こ

と
が

で
き
る

。
 

 〔
３

〕
 

通
常

料
金

及
び

特
別

の
措
置

に
お

け
る

割
引
 

一
．

 
割

引
を

適
用

す
る

自
動

車
及
び

割
引

率
等
 

(
1
)
 
上
限
料

金
の

引
下

げ
に
係

る
割
引

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
と
お

り
と

す
る

。
 

(
ｲ
)
 
割
引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

首
都

高
速

道
路

を
通

行
す

る
普

通
車

及
び

大
型

車

と
す

る
。
 

(
ﾛ
）

 割
引
後

の
額
 

利
用

し
た

出
入

口
等

の
相

互
間

の
料

金
距

離
が

、
１

回
の

通
行

に
つ

き
１

台
当

た

り
、
下

表
に

掲
げ

る
料

金
距
離

と
な
る

場
合

は
、
割

引
後
の

額
は
同

表
の

額
と
す
る

。 

料
金

距
離
 

割
引

後
の

額
 

普
通

車
 

大
型

車
 

３
０

．
０

km
超
 

８
５

７
．

１
４

円
 

１
，

７
１

４
．

２
８

円
 

      

イ
 

現
金

車
の

場
合

の
料

金
調

整
 

 
 

 
 

Ａ
Ｂ

間
の

通
行

と
Ｃ

Ｄ
間

の
通

行
を

１
回

の
通

行
と

み
な

し
て

、
Ａ

Ｄ
間

の
料

金
距

離
に

応
じ

て
料

金
の

額
を

適
用

す
る
。
 

 

(
３

)
 
消

費
税

等
の

取
扱

い
及

び
料
金

の
単

位
 

同
項

第
１

号
に

定
め

る
料

金
の

額
に

消
費

税
法

及
び

地
方
税

法
に

て
定

め
る

消
費

税
額

及
び

地
方

消
費

税
相

当
額

を
加

算
し

、
四

捨
五

入
に

よ
り
、

１
０

円
単

位
の

端
数

処
理

を

行
う

こ
と

と
す

る
。
 

  

 ３
 

通
常

料
金

及
び

特
別

の
措

置
に
お

け
る

割
引
 

(
１

)
 
割

引
を

適
用

す
る

自
動

車
及
び

割
引

率
等
 

ア
 

上
限

料
金

の
引

下
げ

に
係

る
割
引

に
つ

い
て

は
、

以
下
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
ｱ
)
 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

 
 

 
 

 
割

引
を

適
用

す
る

自
動

車
は

、
首

都
高

速
道

路
を

通
行

す
る

普
通

車
及

び
大

型
車

と
す

る
。
 

(
ｲ
）

 割
引
後

の
額
 

利
用

し
た

出
入

口
等

の
相

互
間

の
料

金
距

離
が

、
１

回
の

通
行

に
つ

き
１

台
当

た

り
、
下

表
に

掲
げ

る
料

金
距
離

と
な
る

場
合

は
、
割

引
後
の

額
は
同

表
の

額
と

す
る

。 

料
金

距
離
 

割
引

後
の

額
 

普
通

車
 

大
型

車
 

３
０

．
０

km
超
 

８
５

７
．

１
４

円
 

１
，
７
１

４
．
２

８
円
 

(
ｳ
)
 
消

費
税

等
の

取
扱

い
及
び

料
金
の

単
位
 

 
 

 
 

 
同

号
ア

(
ｲ
)
に

定
め

る
割

引
後

の
額

に
消

費
税

法
及

び
地

方
税

法
に

て
定

め
る

消

費
税

額
及

び
地

方
消

費
税

相
当

額
を

加
算

し
、

四
捨

五
入

に
よ

り
、

１
０

円
単

位
の

端
数

処
理

を
行

う
こ

と
と

す
る
。
 

 

 

14



 
新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

(
2
)
 
障
害
者

割
引

に
つ

い
て
は

、
次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
ｲ
)
 
割
引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

社
会

福
祉

法
（

昭
和

２
６

年
法

律
第

４
５

号
）

第

１
４

条
に

基
づ

く
福

祉
に

関
す

る
事

務
所

（
市

町
村

及
び

特
別

区
が

設
置

し
た

も
の

に
限

る
。
以

下
同

じ
。）

又
は
当

該
事
務

所
を

設
置

し
て

い
な

い
町
村

に
お

い
て
、

身

体
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
８

３
号

）
第

１
５

条
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

交
付

さ
れ

て
い

る
身

体
障

害
者

手
帳

又
は

療
育

手
帳

制
度

要
綱

（
昭

和
４

８
年

９
月

２
７

日
厚

生
省

発
児

第
１

５
６

号
厚

生
事

務
次

官
通

知
「

療
育

手
帳

制
度

に
つ

い
て

」
別

紙
）

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

交
付

さ
れ

て
い

る
療

育
手

帳
（

以
下

「
手

帳
」
と

い
う

。
）
に
、

次
の
①
又

は
②
の

要
件

を
満

た
す

も
の

と
し
て
、
会
社

が
別

に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
事

前
に

自
動

車
登

録
番

号
又

は
車

両
番

号
等

の
必

要
事

項
の

記
載

の
手

続
が

な
さ

れ
た

自
動

車
と
す

る
。
 

 

①
 

手
帳

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

が
、

手
帳

を
携

行
し

て
自

ら
運

転
す

る
自

動
車

の
う

ち
日

常
生

活
の

用
に

供
さ

れ
、

本
人

又
は

そ
の

親
族

等
が

所
有

す
る

自
動

車

（
営

業
用

の
自

動
車

を
除

く
。）

で
、
会

社
が

別
に

定
め

る
も

の
 

②
 

手
帳

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

の
う

ち
、

重
度

の
障

害
を

持
つ

者
と

し
て

身
体

障
害

者
福

祉
法

施
行

規
則
（
昭

和
２
５

年
厚

生
省

令
第

１
５

号
）
別

表
第

５
号
に
定

め
る

障
害

の
等

級
又

は
「

療
育

手
帳
制

度
の

実
施

に
つ

い
て
（

昭
和

４
８

年
９
月
２

７
日

児
発

第
７

２
５

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
」

の
第

三
に

定
め

る
障
害

の

程
度

に
基

づ
き

会
社

が
別

に
定

め
る

者
（

以
下

「
重

度
障

害
者

」
と

い
う

。
）
が

手

帳
を

携
行

し
て

乗
車

し
、
そ

の
移

動
の
た

め
に

本
人

以
外

の
者

が
運
転

す
る

自
動

車

の
う

ち
日

常
生

活
の

用
に

供
さ

れ
、
当
該

重
度

障
害

者
又

は
そ

の
親
族

等
が

所
有

す

る
（
こ

れ
ら

の
者

が
こ

れ
ら

の
自

動
車
を

所
有

し
て

い
な

い
場

合
に
あ

っ
て

は
当

該

重
度

障
害

者
を

継
続

し
て

日
常

的
に
介

護
し

て
い

る
者

が
所

有
す
る

）
自

動
車
（

営

業
用

の
自

動
車

を
除

く
。
）
で
、

会
社
が

別
に

定
め

る
も

の
 

 

な
お

、
上

記
自

動
車

が
Ｅ

Ｔ
Ｃ

シ
ス

テ
ム

を
使

用
し

て
無

線
通

信
に

よ
り

料
金

所

を
通

行
し

、
通

行
料

金
の

支
払

を
行

お
う

と
す

る
場

合
は

、
会

社
が

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
事

前
に

登
録

が
な

さ
れ

た
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
〔

会
社

と
の

契
約

に
基

づ
き

Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ

ー
ド

（
建

設
省

令
第

２
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

東
日

イ
 

障
害

者
割

引
に

つ
い

て
は

、
次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
ｱ
)
 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

社
会

福
祉

法
（

昭
和

２
６

年
法

律
第

４
５

号
）

第

１
４

条
に

基
づ

く
福

祉
に

関
す

る
事

務
所

（
市

町
村

及
び

特
別

区
が

設
置

し
た

も
の

に
限

る
。
以

下
同

じ
。）

又
は
当

該
事
務

所
を

設
置

し
て

い
な

い
町
村

に
お

い
て
、

身

体
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
８

３
号

）
第

１
５

条
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

交
付

さ
れ

て
い

る
身

体
障

害
者

手
帳

又
は

療
育

手
帳

制
度

要
綱

（
昭

和
４

８
年

９
月

２
７

日
厚

生
省

発
児

第
１

５
６

号
厚

生
事

務
次

官
通

知
「

療
育

手
帳

制
度

に
つ

い
て

」
別

紙
）

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

交
付

さ
れ

て
い

る
療

育
手

帳
（

以
下

「
手

帳
」
と

い
う

。
）
に
、

次
の
ａ
又

は
ｂ
の

要
件

を
満

た
す

も
の

と
し
て
、
首
都

高
速

道

路
株

式
会

社
（
以

下
「

会
社
」

と
い

う
。）

が
別

に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
り

事
前

に
自

動
車

登
録

番
号

又
は

車
両

番
号

等
の

必
要

事
項

の
記

載
の

手
続

が
な

さ
れ

た
自

動
車

と
す

る
。
 

ａ
 

手
帳

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

が
、

手
帳

を
携

行
し

て
自

ら
運

転
す

る
自

動
車

の
う

ち
日

常
生

活
の

用
に

供
さ

れ
、

本
人

又
は

そ
の

親
族

等
が

所
有

す
る

自
動

車

（
営

業
用

の
自

動
車

を
除

く
。）

で
、
会

社
が

別
に
定
め

る
も

の
 

ｂ
 

手
帳

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

の
う

ち
、

重
度

の
障

害
を

持
つ

者
と

し
て

身
体

障
害

者
福

祉
法

施
行

規
則

（
昭

和
２

５
年

厚
生

省
令

第
１

５
号

）
別

表
第

５
号

に

定
め

る
障

害
の

等
級

又
は

「
療

育
手

帳
制

度
の

実
施

に
つ

い
て

（
昭

和
４

８
年

９

月
２

７
日

児
発

第
７

２
５

号
厚

生
省
児

童
家

庭
局
長
通

知
）」

の
第

三
に

定
め

る
障

害
の

程
度

に
基

づ
き

会
社

が
別

に
定
め

る
者

（
以
下
「

重
度

障
害
者

」
と

い
う
。）

が
手

帳
を

携
行

し
て

乗
車

し
、

そ
の

移
動

の
た

め
に

本
人

以
外

の
者

が
運

転
す

る

自
動

車
の

う
ち

日
常

生
活

の
用

に
供

さ
れ

、
当

該
重

度
障

害
者

又
は

そ
の

親
族

等

が
所

有
す

る
（

こ
れ

ら
の

者
が

こ
れ

ら
の

自
動

車
を

所
有

し
て

い
な

い
場

合
に

あ

っ
て

は
当

該
重

度
障

害
者

を
継

続
し

て
日

常
的

に
介

護
し

て
い

る
者

が
所

有
す

る
）

自
動

車
（

営
業

用
の

自
動

車
を
除

く
。
）
で

、
会

社
が
別

に
定
め

る
も

の
 

 

な
お

、
上

記
自

動
車

が
Ｅ

Ｔ
Ｃ

シ
ス

テ
ム

を
使

用
し

て
無

線
通

信
に

よ
り

料
金

所

を
通

行
し

、
通

行
料

金
の

支
払

を
行

お
う

と
す

る
場

合
は

、
会

社
が

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
事

前
に

登
録

が
な

さ
れ

た
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
〔

会
社

と
の

契
約

に
基

づ
き

Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ

ー
ド

（
建

設
省

令
第

２
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

東
日
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

本
高

速
道

路
株

式
会

社
、

会
社

、
中

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

、
西

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社
、
阪
神

高
速

道
路
株

式
会
社

及
び

本
州

四
国

連
絡

高
速
道

路
株

式
会
社
（
以

下
「
六

会
社

」
と

い
う

。
）
が
定

め
た
Ｅ

Ｔ
Ｃ

シ
ス

テ
ム

利
用

規
程
（
平

成
２

４
年

１

２
月

６
日
）

第
３

条
第

１
号
に

規
定
す

る
Ｅ

Ｔ
Ｃ

カ
ー

ド
を

い
う
。
以

下
同
じ

。）
を

発
行

す
る

者
か

ら
貸

与
を

受
け

た
Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ

ー
ド

を
い

う
。

以
下

同
じ

。〕
又
は

Ｅ
Ｔ

Ｃ
パ

ー
ソ

ナ
ル

カ
ー

ド
（

六
会

社
が

契
約

に
基

づ
き

共
同

で
発

行
し

、
貸

与
す

る
Ｅ

Ｔ
Ｃ

カ
ー

ド
を

い
う
。

以
下
同

じ
。）

と
車

載
器

（
同

規
程
同

条
同
号

に
規

定
す

る
車

載
器

を
い

う
。

以
下

同
じ

。）
を

と
も
に

使
用

す
る

場
合

に
限

る
。
 

 (
ﾛ)
 
割

引
率
 

５
０

％
以

下
と

す
る

。
 

 

(
3
)
 
環
境
ロ

ー
ド

プ
ラ

イ
シ
ン

グ
割
引

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お
り

と
す

る
。
 

(
ｲ
)
 
割
引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

の
う

ち
、

神
奈

川
県

道
高

速
湾

岸
線

の

う
ち

神
奈

川
県

横
浜

市
鶴

見
区

大
黒

ふ
頭

か
ら

同
県

川
崎

市
川

崎
区

浮
島

町
ま

で

〔
大

黒
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン
（
大

黒
ふ
頭

出
入

口
を

含
む
。
以

下
同
じ

。）
か
ら
川
崎

浮

島
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン
（

浮
島
出

入
口
を

含
む
。

以
下

同
じ

。）
ま
で

〕
及

び
川
崎
市

道

高
速

縦
貫

線
の

う
ち

神
奈

川
県

川
崎

市
川

崎
区

大
師

河
原

一
丁

目
か

ら
同

区
浮

島
町

ま
で

（
大

師
出

入
口

か
ら

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
ま

で
）

の
区

間
の

一
部

を
含

む
区

間
を

通
行

し
た

大
型

車
と

す
る
。
 

 （
ﾛ
）

 割
引
額
 

下
表

に
定

め
る

利
用

区
間

［
神

奈
川

県
道

高
速

横
浜

羽
田

空
港

線
の

う
ち

神
奈

川

県
川

崎
市

川
崎

区
浅

田
四

丁
目

か
ら

同
区

大
師

河
原

一
丁

目
ま

で
〔

浅
田

出
入

口
か

ら
大

師
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン

（
大

師
出

入
口

と
川

崎
市

道
高

速
縦

貫
線

を
連

続
し

て
利

用
す

る
た

め
に

通
行

す
る

区
間

を
除
く

。）
ま
で
〕

の
区

間
を

通
行
し

な
い

場
合

に
限

る
。
］
を

通
行

す
る

場
合

に
お
い

て
は
、
同

表
の

割
引

額
を
料

金
距
離

に
応

じ
て

適
用

し
、

本
割

引
が

適
用

さ
れ

る
時

点
に

お
い

て
供

用
さ

れ
て

い
な

い
出

入
口

等
に

つ
い

て
は

、
当

該
出

入
口

等
に

係
る

供
用
の

日
か

ら
本

割
引

を
適

用
す
る

。
 

 

本
高

速
道

路
株

式
会

社
、

会
社

、
中

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

、
西

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社
、
阪
神

高
速

道
路
株

式
会
社

及
び

本
州

四
国
連
絡

高
速
道

路
株

式
会

社
（
以

下
「
六

会
社

」
と

い
う

。
）
が
定

め
た
Ｅ

Ｔ
Ｃ

シ
ス

テ
ム
利
用

規
程
（
平

成
２

０
年

１

２
月

１
日
）

第
３

条
第

１
号
に

規
定
す

る
Ｅ

Ｔ
Ｃ

カ
ー
ド
を

い
う
。
以

下
同

じ
。）

を

発
行

す
る

者
か

ら
貸

与
を

受
け

た
Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ

ー
ド

を
い
う
。

以
下

同
じ

。〕
又
は

Ｅ
Ｔ

Ｃ
パ

ー
ソ

ナ
ル

カ
ー

ド
（

六
会

社
が

契
約

に
基

づ
き

共
同

で
発

行
し

、
貸

与
す

る
Ｅ

Ｔ
Ｃ

カ
ー

ド
を

い
う
。

以
下
同

じ
。）

と
車

載
器

（
同
規
程
同

条
同
号

に
規

定
す

る
車

載
器

を
い

う
。

以
下

同
じ

。）
を

と
も
に

使
用

す
る

場
合

に
限

る
。
 

 (
ｲ
)
 
割

引
率
 

５
０

％
以

下
と

す
る

。
 

 

ウ
 

環
境

ロ
ー

ド
プ

ラ
イ

シ
ン

グ
割
引

に
つ

い
て

は
、

次
の
と

お
り

と
す

る
。
 

(
ｱ
)
 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

の
う

ち
、

神
奈

川
県

道
高

速
湾

岸
線

の

う
ち

神
奈

川
県

横
浜

市
鶴

見
区

大
黒

ふ
頭

か
ら

同
県

川
崎

市
川

崎
区

浮
島

町
ま

で

〔
大

黒
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン
（
大

黒
ふ
頭

出
入

口
を

含
む
。
以

下
同
じ

。）
か
ら

川
崎

浮

島
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン
（

浮
島
出

入
口
を

含
む
。

以
下

同
じ

。）
ま
で

〕
及

び
川

崎
市

道

高
速

縦
貫

線
の

う
ち

神
奈

川
県

川
崎

市
川

崎
区

大
師

河
原

一
丁

目
か

ら
同

区
浮

島
町

ま
で

（
大

師
出

入
口

か
ら

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
ま

で
）

の
区

間
の

一
部

を
含

む
区

間
を

通
行

し
た

大
型

車
と

す
る
。
 

 （
ｲ
）

 割
引
額
 

下
表

に
定

め
る

利
用

区
間

［
神

奈
川

県
道

高
速

横
浜

羽
田

空
港

線
の

う
ち

神
奈

川

県
川

崎
市

川
崎

区
浅

田
四

丁
目

か
ら

同
区

大
師

河
原

一
丁

目
ま

で
〔

浅
田

出
入

口
か

ら
大

師
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン

（
大

師
出

入
口

と
川

崎
市

道
高

速
縦

貫
線

を
連

続
し

て
利

用
す

る
た

め
に

通
行

す
る

区
間

を
除
く

。）
ま
で
〕

の
区

間
を

通
行
し

な
い

場
合

に
限

る
。
］
を

通
行

す
る

場
合

に
お
い

て
は
、
同

表
の

割
引
額
を
料

金
距
離

に
応

じ
て

適
用

し
、

本
割

引
が

適
用

さ
れ

る
時

点
に

お
い

て
供

用
さ

れ
て

い
な

い
出

入
口

等
に

つ
い

て
は

、
当

該
出

入
口

等
に

係
る

供
用
の

日
か

ら
本

割
引
を
適

用
す
る

。
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

 

利
用

区
間
 

料
金

距
離
 

割
引

額
 

平
成

２
８

年

３
月

３
１

日

ま
で
 

平
成

２
８

年

４
月

１
日

以

降
 

川
崎

市
道

高
速

縦
貫

線
 の

う
ち

神
奈

川
県

川
崎

市
川

崎
区

 大
師

河
原

一
丁

目
か

ら
同

区
浮

島
 町
ま
で
［

大
師

出
入

口
か

ら
川

崎
浮

島
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン

〔
一

般
国

道
４

０
９

号
（

東
京

湾
横

断
・

木
更

津
東

金
道

路
）
か

ら
の
通
行

に
限

る
。〕

ま
で

］。
 

5
.
6
km
 

0
円
 

1
9
0
.4
7円

 

川
崎

市
道

高
速

縦
貫

線
の

う
ち

神
奈

川
県

川
崎

市
川

崎
区

殿
町

三
丁

目
か

ら
同

区
浮

島
町

ま
で
［
殿

町
出

入
口

か
ら

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
〔

一
般
国
道

４
０

９
号
（

東
京

湾
横

断
・
木
更
津

東
金

道
路
）
か
ら

の
通

行
に

限
る

。〕
ま
で

］
。
 

3
.
5
km
 

0
円
 

3
8
0
.9
5円

 

神
奈

川
県

道
高

速
湾

岸
線

の
う

ち
神

奈
川

県
川

崎
市

川
崎

区
東

扇
島

か
ら

同
区

浮
島

町
ま

で
（

東
扇

島
 出

入
口

か
ら

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン
ク

シ
 

ョ
ン

ま
で

）。
 

4
.
1
km
 

3
8
0
.9
5円

 
3
8
0
.9
5円

 

神
奈

川
県

道
高

速
湾

岸
線

の
う

ち
神

奈
川

県
川

崎
市

川
崎

区
東

扇
島

か
ら

同
区

浮
島

町
ま

で
［

東
扇

島
出

入
口

か
ら

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
〔

一
般
国
道

４
０

９
号
（

東
京

湾
横

断
・
木
更
津

東
金

道
路
）
か
ら

の
通

行
に

限
る

。〕
ま
で

］
。
 

4
.
1
km
 

0
円
 

3
8
0
.9
5円

 

川
崎

市
道

高
速

縦
貫

線
の

う
ち

神
奈

川
県

川
崎

市
川

崎
区

殿
町

三
丁

目
か

ら
神

奈
川

県
道

高
速

湾
岸

線
の

う
ち

神
奈

川
県

川
崎

市
川

崎
区

東
扇

島
ま

で
（

殿
町

出
入

口
か

ら
東

扇
島

出
入

口
ま

で
）
。
 

7
.
6
km
 

2
3
8
.0
9円

 
2
3
8
.0
9円

 

   

 

利
用

区
間
 

料
金

距
離
 

割
引

額
 

平
成

２
６

年
３

月
３

１
日

ま
で
 

平
成

２
６

年
４

月
１

日
以

降
 

川
崎

市
道

高
速

縦
貫

線
の

う
ち

神
奈

川
県

川
崎

市
川

崎
区

大
師

河
原

一
丁

目
か

ら
同

区
浮

島
町

ま
で

［
大
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丁
目

ま
で

（
殿

町
出

入
口

か
ら

空
港

中
央

出
入

口
ま

で
）

。
 

5
.
8
k
m 

1
5
0円

 
1
8
0円

 

神
奈

川
県

道
高

速
湾

岸
線

の
う

ち
神

奈
川

県
川

崎
市

川
崎

区
東

扇
島

か
ら

都
道

高
速

湾
岸

線
の

う
ち

東
京

都
大

田
区

羽
田

空
港

三
丁

目
ま

で
（

東
扇

島
出

入
口

か
ら

空
港

中
央

出
入

口
ま

で
）

。
 

6
.
4
k
m 

1
8
0円

 
1
8
0円

 

神
奈

川
県

道
高

速
湾

岸
線

の
う

ち
神

奈
川

県
川

崎
市

川
崎

区
東

扇
島

又
は

川
崎

市
道

高
速

縦
貫

線
の

う
ち

神
奈

川
県

川
崎

市
川

崎
区

殿
町

三
丁

目
（

東
扇

島
出

入
口

又
は

殿
町

出
入

口
）

か
ら

都
道

首
都

高
速

１
号

線
、

都
道

首
都

高
速

２
号

線
、

都
道

首
都

高
速

２
号

分
岐

線
、

都
道

首
都

高
速

３
号

線
、

都
道

首
都

高
速

４
号

線
、

都
道

首
都

高
速

４
号

分
岐

線
、

都
道

首
都

高
速

５
号

線
、

都
道

首
都

高
速

６
号

線
、

都
道

首
都

高
速

７
号

線
、

都
道

首
都

高
速

８
号

線
、

都
道

首
都

高
速

９
号

線
、

都
道

首
都

高
速

晴
海

線
の

う
ち

東
京

都
中

央
区

晴
海

２
丁

目
３

５
番

か
ら

同
都

江
東

区
有

明
ま

で
の

区
間

、
都

道
首

都
高

速
１

１
号

1
2
.
0
k
m超

 

1
8
.
0
k
m以

下
 

1
4
0円

 
1
4
0円

 

1
8
.
0
k
m超

 

2
4
.
0
k
m以

下
 

1
6
0円

 
1
6
0円

 

2
4
.
0
k
m超

 
1
8
0円

 
1
8
0円

 

19



 
新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

速
１

１
号

線
、
都
道

首
都

高
速

葛
飾

江
戸

川
線

、
都

道
首

都
高

速
板

橋
足

立
線

、
都

道
首

都
高

速
目

黒
板

橋
線

、
都
道

首
都

高
速

品
川

目
黒

線
、

都
道

高
速

湾
岸

線
、
都
道

首
都

高
速

湾
岸

分
岐

線
、
都
道

高
速

横
浜

羽
田

空
港

線
、

都
道

高
速

葛
飾

川
口

線
、

都
道

高
速

足
立

三
郷

線
、
都
道

高
速

板
橋

戸
田

線
、
埼
玉

県
道

高
速

葛
飾

川
口

線
、
埼
玉

県
道

高
速

足
立

三
郷

線
、

埼
玉

県
道

高
速

板
橋

戸
田

線
、

埼
玉

県
道

高
速

さ
い

た
ま

戸
田

線
、

千
葉

県
道

高
速

湾
岸

線
に

お
け

る
各

出
入
口

等
（

湾
岸

環
八

出
入

口
及

び
空

港
中

央
出

入
口

を
除

く
。
）

ま
で

。
 

本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出
入

口
等
（
殿

町
出

入
口

及
び

東
扇

島
出

入
口

を
除

く
。
）

か
ら

都
道

高
速

湾
岸

線
の

う
ち

東
京

都
大

田
区

羽
田

空
港

三
丁
 目
（

湾
岸

環
八

出
入

口
又

は
空

港
中
 央

出
入
口

）
ま

で
。
 

6
.
0
km
以
下
 

1
4
2
.8
5円

 
―
 

6
.
0
km
超
 

1
2
.
0k
m以

下
 

1
7
1
.4
2円

 
1
7
1
.4
2円

 

1
2
.
0k
m超

 

1
8
.
0k
m以

下
 

2
0
0円

 
2
0
0円

 

1
8
.
0k
m超

 

2
4
.
0k
m以

下
 

2
2
8
.5
7円

 
2
2
8
.5
7円

 

本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出
入

口
等
（
殿

町
出

入
口

及
び

東
扇

島
出

入
口

を
除

く
。
）

か
ら

首
都

高
速

道
路

の
路

線
に

お
け

る
各

出
入

口
等
（
湾
岸

環
八

出
入
口

、
空

港
中

央
出

入
口

及
び

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン
ク
シ

ョ
ン

を
除

く
。
）
ま
で

。
 

6
.
0
km
超
 

1
2
.
0k
m以

下
 

1
1
4
.2
8円

 
1
1
4
.2
8円

 

1
2
.
0k
m超

 

1
8
.
0k
m以

下
 

1
3
3
.3
3円

 
1
3
3
.3
3円

 

1
8
.
0k
m超

 

2
4
.
0k
m以

下
 

1
5
2
.3
8円

 
1
5
2
.3
8円

 

2
4
.
0k
m超

 
1
7
1
.4
2円

 
1
7
1
.4
2円

 

 

  

線
、
都

道
首

都
高

速
 
飾
江
戸

川
線
、

都
道

首
都

高
速

板
橋

足
立

線
、

都
道

首
都

高
速

目
黒

板
橋

線
、

都
道

首
都

高
速

品
川

目
黒

線
、

都
道

高
速

湾
岸

線
、

都
道

首
都

高
速

湾
岸

分
岐

線
、

都
道

高
速

横
浜

羽
田

空
港

線
、

都
道

高
速

 
飾

川
口

線
、

都
道

高
速

足
立

三
郷

線
、

都
道

高
速

板
橋

戸
田

線
、

埼
玉

県
道

高
速

 
飾

川
口

線
、

埼
玉

県
道

高
速

足
立

三
郷

線
、

埼
玉

県
道

高
速

板
橋

戸
田

線
、

埼
玉

県
道

高
速

さ
い

た
ま

戸
田

線
、

千
葉

県
道

高
速

湾
岸

線
に

お
け

る
各

出
入

口
等

（
湾

岸
環

八
出

入
口

及
び

空
港

中
央

出
入

口
を

除
く

。
）

ま
で

。
 

本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

入
口

等
（

殿
町

出
入

口
及

び
東

扇
島

出
入

口
を

除
く

。
）

か
ら

都
道

高
速

湾
岸

線
の

う
ち

東
京

都
大

田
区

羽
田

空
港

三
丁

目
（

湾
岸

環
八

出
入

口
又

は
空

港
中

央
出

入
口

）
ま

で
。
 

6
.
0
km
以
下
 

1
5
0円

 
―
 

6
.
0
km
超
 

1
2
.
0k
m以

下
 

1
8
0円

 
1
8
0円

 

1
2
.
0k
m超

 

1
8
.
0k
m以

下
 

2
1
0円

 
2
1
0円

 

1
8
.
0k
m超

 

2
4
.
0k
m以

下
 

2
4
0円

 
2
4
0円

 

本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

入
口

等
（

殿
町

出
入

口
及

び
東

扇
島

出
入

口
を

除
く

。
）

か
ら

首
都

高
速

道
路

の
路

線
に

お
け

る
各

出
入

口
等

（
湾

岸
環

八
出

入
口

、
空

港
中

央
出

入
口

及
び

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
を

除
く

。
）

ま
で

。
 

 
 

 

1
2
.
0k
m超

 

1
8
.
0k
m以

下
 

1
4
0円

 
1
4
0円

 

1
8
.
0㎞

長
 

2
4
.
0k
m以

下
 

1
6
0円

 
1
6
0円

 

2
4
.
0k
m超

 
1
8
0円

 
1
8
0円
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

（
4
)
 
Ｅ

Ｔ
Ｃ

前
納

割
引

に
つ

い
て
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。
 

(
ｲ
)
 
割
引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
（

た
だ

し
、

車
載

器

と
と

も
に

本
割

引
の

適
用

を
受

け
る

た
め

の
会

社
へ

の
登

録
及

び
料

金
の

前
払

が
な

さ
れ

て
い

る
場

合
に

限
る

。）
を

使
用
し

て
通

行
料

金
の

支
払

を
行
お

う
と

す
る

利
用

者
の

自
動

車
と

す
る

。
 

(
ﾛ
)
 
割
引
率
 

下
表

の
割

引
率

を
適

用
す

る
。

 

利
用

可
能

額
 

料
金

(前
払
金

) 
割

引
率
 

１
０

，
５

０
０

円
 
１

０
，
０
０

０
円
 

約
５

％
 

５
８

，
０

０
０

円
 
５

０
，
０
０

０
円
 

約
１

４
％
 

 
 

(
5
)
 
大
口
・

多
頻

度
割

引
に
つ

い
て
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。
 

(
ｲ
)
 
割
引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

の
う

ち
Ｅ

Ｔ
Ｃ

コ
ー

ポ
レ

ー
ト

カ
ー

ド

〔
東

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

、
中

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

及
び

西
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
（
以

下
「

三
会
社

」
と

い
う

。
）
が

別
に

定
め
る

約
款
（
以

下
「
利
用

約

款
」
と

い
う

。
）
に

よ
り

、
三
会

社
が
実

施
す

る
大

口
・
多
頻

度
割
引

の
適

用
に

関
す

る
契

約
を

三
会

社
の

い
ず

れ
か

と
締

結
し

た
利

用
者

が
、

当
該

契
約

に
基

づ
い

て
契

約
相

手
方

の
会

社
に

利
用

約
款

第
４

条
第

２
項

第
１

号
に

規
定

す
る

車
載

器
管

理
番

号
の

届
出

が
な

さ
れ

た
車

載
器

を
備

え
、

か
つ

、
当

該
車

載
器

に
利

用
す

る
も

の
と

し
て

当
該

会
社

か
ら

貸
与

さ
れ

た
Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ

ー
ド

を
い

う
。

以
下

同
じ

。〕
を
使

用
し

て
通

行
料

金
の

支
払

を
行

お
う

と
す
る

利
用

者
の

自
動

車
と

す
る
。
 

(
ﾛ
)
 
割
引
率
 

①
 

車
両

単
位

割
引
 

記
(
ｲ
)
の

自
動

車
が

使
用

す
る

Ｅ
Ｔ

Ｃ
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
カ

ー
ド

１
枚

ご
と

の
月

間
利

用
金

額
に

対
し

、
下

表
Ａ

の
割

引
率

を
適

用
す

る
。

た
だ

し
、

平
成

２
４

年

１
月

１
日

以
降

会
社

が
別

に
定

め
る

日
か

ら
平

成
２

８
年

３
月

３
１

日
ま

で
の

間

は
下

表
Ｂ

の
割

引
率

を
適

用
す

る
。
 

  

エ
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
前

納
割

引
に

つ
い

て
は
、

次
の

と
お

り
と

す
る
。
 

(
ｱ
)
 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
（

た
だ

し
、

車
載

器

と
と

も
に

本
割

引
の

適
用

を
受

け
る

た
め

の
会

社
へ

の
登

録
及

び
料

金
の

前
払

が
な

さ
れ

て
い

る
場

合
に

限
る

。）
を

使
用
し

て
通

行
料

金
の

支
払

を
行
お

う
と

す
る

利
用

者
の

自
動

車
と

す
る

。
 

(
ｲ
)
 
割

引
率
 

下
表

の
割

引
率

を
適

用
す

る
。

 

利
用

可
能

額
 

料
金

(前
払
金

) 
割

引
率
 

１
０

，
５

０
０

円
 
１

０
，
０
０

０
円
 

約
５

％
 

５
８

，
０

０
０

円
 
５

０
，
０
０

０
円
 

約
１

４
％
 

 

オ
 

大
口

・
多

頻
度

割
引

に
つ

い
て
は

、
次

の
と

お
り

と
す
る

。
 

 
 

 
(
ｱ
) 

割
引

を
適

用
す
る

自
動
車
 

 
 

 
 

 
割

引
を

適
用

す
る

自
動

車
は

、
Ｅ

Ｔ
Ｃ

車
の

う
ち

Ｅ
Ｔ

Ｃ
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
カ

ー
ド

〔
東

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

、
中

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

及
び

西
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
（
以

下
「

三
会
社

」
と

い
う

。
）
が

別
に
定
め
る

約
款
（
以

下
「

利
用

約

款
」
と

い
う

。
）
に

よ
り

、
三
会

社
が
実

施
す

る
大

口
・
多
頻

度
割
引

の
適

用
に

関
す

る
契

約
を

三
会

社
の

い
ず

れ
か

と
締

結
し

た
利

用
者

が
、

当
該

契
約

に
基

づ
い

て
契

約
相

手
方

の
会

社
に

利
用

約
款

第
４

条
第

２
項

第
１

号
に

規
定

す
る

車
載

器
管

理
番

号
の

届
出

が
な

さ
れ

た
車

載
器

を
備

え
、

か
つ

、
当

該
車

載
器

に
利

用
す

る
も

の
と

し
て

当
該

会
社

か
ら

貸
与

さ
れ

た
Ｅ
Ｔ

Ｃ
カ

ー
ド

を
い
う
。

以
下

同
じ

。〕
を
使

用
し

て
通

行
料

金
の

支
払

を
行

お
う

と
す
る

利
用

者
の

自
動
車
と

す
る
。
 

(
ｲ
)
 
割

引
率
 

ａ
 

車
両

単
位

割
引
 

 
 

 
 

 
同

号
オ

(
ｱ
)
の

自
動

車
が

使
用

す
る

Ｅ
Ｔ

Ｃ
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
カ

ー
ド

１
枚

ご
と

の
月

間
利

用
金

額
に

対
し

、
下

表
Ａ

の
割

引
率

を
適

用
す

る
。

た
だ

し
、

平
成

２

４
年

１
月

１
日

以
降

会
社

が
別

に
定

め
る

日
か

ら
平

成
２

６
年

３
月

３
１

日
ま

で

の
間

は
下

表
Ｂ

の
割

引
率

を
適

用
す
る

。
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

 
表

Ａ
 

月
間

利
用

金
額
 

割
引

率
 

５
，

０
０

０
円

以
下

の
部

分
 

０
％
 

５
，

０
０

０
円

を
超

え
、

１
０

，
０
０

０
円

ま
で

の
部

分
 

２
％
 

１
０

，
０

０
０

円
を

超
え

、
３

０
，
０

０
０

円
ま

で
の

部
分
 

５
％
 

３
０

，
０

０
０

円
を

超
え

、
５

０
，
０

０
０

円
ま

で
の

部
分
 

８
％
 

５
０

，
０

０
０

円
を

超
え

る
部

分
 

１
２

％
 

 
 

 
表

Ｂ
 

月
間

利
用

金
額
 

割
引

率
 

５
，

０
０

０
円

以
下

の
部

分
 

０
％
 

５
，

０
０

０
円

を
超

え
、

１
 ０
,
０
０

０
円

ま
で

の
部

分
 

１
０

％
 

１
０

，
０

０
０

円
を

超
え

、
３

０
，
０

０
０

円
ま

で
の

部
分
 

１
５

％
 

３
０

，
０

０
０

円
を

超
え

る
部

分
 

２
０

％
 

②
 

契
約

単
位

割
引
 

記
(
ｲ
)
に

定
め

る
契

約
に

基
づ

く
利

用
者

の
月

間
利

用
金

額
の

合
計

が
１

０
０

万
円

を
超

え
、

か
つ

、
利

用
者

の
自

動
車

１
台

当
た

り
の

月
間

平
均

利
用

額
が

５

千
円

を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

利
用

者
の

記
(
ﾛ
)①

に
定
め

る
割

引
率
適

用
前

の
当

該
月

間
利

用
金

額
の

合
計
に

対
し

１
０

％
の

割
引

率
を
適

用
す

る
。
 

(
ﾊ
)
 
実
施
す

る
期

間
 

記
(
ﾛ
)②

に
定

め
る

割
引

は
、
平

成
２
４

年
１

月
１

日
以

降
会

社
が
別

に
定

め
る
日

か
ら

平
成

２
８

年
３

月
３

１
日

ま
で
の

間
と

す
る

。
 

  
 

(
6)
 
 中

央
環

状
線

迂
回

利
用
割

引
に

つ
い

て
は

、
次

の
と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

 
(
ｲ
) 

割
引

を
適

用
す
る

自
動
車
 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

谷
町

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

三
宅

坂
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ

ン
、

竹
橋

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

芝
浦

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

箱
崎

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
又

は
有

明
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン

を
経

由
せ

ず
、

下
表

左
欄

に
掲

げ
る

入
口

等
（

起
点

）
か

ら
同

表
右

欄
に

掲
げ

る
出

口
等

（
終

点
）

ま
で

を
通

行
す

る
Ｅ

Ｔ
Ｃ

車
と

す
る

。
た

だ
し

、
本

割
引

が
適

用
さ

れ
る

時
点

に
お

い
て

供
用

さ
れ

て
い

な
い

出
入

口
等

に
つ

 
表

Ａ
 

月
間

利
用

金
額
 

割
引

率
 

５
，

０
０

０
円

以
下

の
部

分
 

０
％
 

５
，

０
０

０
円

を
超

え
、

１
０

，
０
０

０
円

ま
で
の
部

分
 

２
％
 

１
０

，
０

０
０

円
を

超
え

、
３

０
，
０

０
０

円
ま

で
の
部
分
 

５
％
 

３
０

，
０

０
０

円
を

超
え

、
５

０
，
０

０
０

円
ま

で
の
部
分
 

８
％
 

５
０

，
０

０
０

円
を

超
え

る
部

分
 

１
２

％
 

 
 

 
表

Ｂ
 

月
間

利
用

金
額
 

割
引

率
 

５
，

０
０

０
円

以
下

の
部

分
 

０
％
 

５
，

０
０

０
円

を
超

え
、

１
０

，
０
０

０
円

ま
で
の
部

分
 

１
０

％
 

１
０

，
０

０
０

円
を

超
え

、
３

０
，
０

０
０

円
ま

で
の
部
分
 

１
５

％
 

３
０

，
０

０
０

円
を

超
え

る
部

分
 

２
０

％
 

ｂ
 

契
約

単
位

割
引
 

同
号

オ
(
ｱ
)
に

定
め

る
契

約
に

基
づ

く
利

用
者

の
月

間
利

用
金

額
の

合
計

が
１

０

０
万

円
を

超
え

、
か

つ
、

利
用

者
の

自
動

車
１

台
当

た
り

の
月

間
平

均
利

用
額

が
５

千
円

を
超

え
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

利
用

者
の

(ｲ
)
ａ
に

定
め
る

割
引

率
適

用
前

の
当

該
月

間
利

用
金

額
の

合
計

に
対
し

１
０

％
の

割
引
率
を

適
用
す

る
。
 

(
ｳ
)
 
実

施
す

る
期

間
 

同
号

オ
(
ｲ
)ｂ

に
定

め
る

割
引
は

、
平

成
２

４
年

１
月

１
日
以

降
会
社

が
別

に
定

め

る
日

か
ら

平
成

２
６

年
３

月
３

１
日
ま

で
の

間
と

す
る
。
 

  
 

カ
 

 中
央
環

状
線

迂
回
利

用
割
引

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お
り

と
す

る
。
 

 
 

 
(
ｱ
) 

割
引

を
適

用
す
る

自
動
車
 

 
 

 
 

 
割

引
を

適
用

す
る

自
動

車
は

、
谷

町
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン

、
三

宅
坂

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

竹
橋

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

芝
浦

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

箱
崎

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
又

は
有

明
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン

を
経

由
せ

ず
、

下
表

左
欄

に
掲

げ
る

入
口

等
（

起
点

）
か

ら
同

表
右

欄
に

掲
げ

る
出

口
等

（
終

点
）

ま
で

を
通

行
す

る
Ｅ

Ｔ
Ｃ

車
と

す
る

。
た

だ
し

、
本

割
引

が
適

用
さ

れ
る

時
点

に
お

い
て

供
用

さ
れ

て
い

な
い

出
入

口
等

に
つ
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

い
て

は
、

当
該

出
入

口
等

に
係

る
供
用

の
日

か
ら

本
割

引
を

適
用
す

る
。
 

入
口

等
（

起
点

）
 

出
口

等
（

終
点

）
 

さ
い

た
ま

見
沼

、
新

都
心

、
新

都
心

西
、

与

野
、

浦
和

南
、

美
女

木
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン

、

戸
田

南
、

高
島

平
、

中
台

、
板

橋
本
町
 

本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

口

等
 

 川
口

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

新
井

宿
、

安
行

、

新
郷

、
加

賀
、

鹿
浜

橋
 

 本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

口

等
 

 三
郷

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

八
潮

、
八

潮
南

、

加
平
 

 本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

口

等
 

江
戸

川
区

谷
河

内
二

丁
目

〔
一

般
国

道
１

４

号
（

京
葉

道
路

）
と

の
接

続
部

〕
、
一

之
江

、

小
松

川
 

  本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

口

等
 

   

い
て

は
、

当
該

出
入

口
等

に
係

る
供
用

の
日

か
ら

本
割
引
を

適
用
す

る
。
 

入
口

等
（

起
点

）
 

出
口
等
（

終
点

）
 

さ
い

た
ま

見
沼

、
新

都
心

、
新

都
心

西
、

与

野
、

浦
和

南
、

美
女

木
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン

、

戸
田

南
、

高
島

平
、

中
台

、
板

橋
本
町
 

本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

口

等
 

 川
口

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

新
井

宿
、

安
行

、

新
郷

、
加

賀
、

鹿
浜

橋
 

 本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

口

等
 

 三
郷

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

八
潮

、
八

潮
南

、

加
平
 

 本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

口

等
 

  江
戸

川
区

谷
河

内
二

丁
目

〔
一

般
国

道
１

４

号
（

京
葉

道
路

）
と

の
接

続
部

〕
、
一

之
江

、

小
松

川
 

  

  本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

口

等
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

市
川

市
高

谷
（

高
速

自
動

車
国

道
東

関
東

自

動
車

道
水

戸
線

と
の

接
続

部
）、

千
鳥
町

、
浦

安
、

舞
浜

、
葛

西
 

本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

口

等
 

本
文

１
に

記
載

す
る

各
路

線
に

お
け

る
各

入

口
等
 

さ
い

た
ま

見
沼

、
新

都
心

、
新

都
心

西
、

与
野

、
浦

和
南

、
美

女
木

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

戸
田

南
、

高
島

平
、

中
台

、
板

橋
本

町
、

川
口

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ

ン
、

新
井

宿
、

安
行

、
新

郷
、

加
賀

、
鹿

浜
橋

、
三

郷
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン

、
八

潮
、

八
潮

南
、

加
平

、
江

戸
川

区
谷

河
内

二
丁

目
（

一
般

国
道

１
４

号
（

京
葉

道
路

）
と

の
接

続
部

）、
一
之

江
、
小
松

川
、
市

川
市

高
谷

（
高

速
自

動
車

国
道

東
関

東
自

動
車

道
水
戸

線
と

の
接

続
部

）、
千

鳥
町
、
浦

安
、

葛
西
 

(
ﾛ
)
 
割
引
額
 

普
通

車
９

５
．

２
３

円
、

大
型

車
１
９

０
．

４
７

円
と

す
る

。
 

(
ﾊ
)
 
実
施
す

る
期

間
 

平
成

２
４

年
１

月
１

日
以

降
会

社
が

別
に

定
め

る
日

か
ら

平
成

２
８

年
３

月
３

１

日
ま

で
の

間
と

す
る

。
 

 

(
7
)
 
会
社
間

乗
継

割
引

に
つ
い

て
は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
ｲ
)
 
割
引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

下
表

中
欄

の
接

続
地

点
を

経
由

し
、

東
日

本
高

速

道
路

株
式

会
社

が
管

理
す

る
同

表
左

欄
の

路
線

及
び

会
社

が
管

理
す

る
同

表
右

欄
の

路
線
（

同
欄

に
掲

げ
る

路
線
の

括
弧
内

の
出

入
口

を
利

用
し

た
場
合

に
限

る
。）

の
組

合
せ

で
通

行
す

る
Ｅ

Ｔ
Ｃ

車
と

す
る
。
 

 

 

 

市
川

市
高

谷
（

高
速

自
動

車
国

道
東

関
東

自

動
車

道
水

戸
線

と
の

接
続

部
）、

千
鳥
町

、
浦

安
、

舞
浜

、
葛

西
 

本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
出

口

等
 

本
文

１
に

記
載

す
る

路
線

に
お

け
る

各
入

口
等

 

さ
い

た
ま

見
沼

、
新

都
心

、
新

都
心

西
、

与
野

、
浦

和
南

、
美
女

木
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン

、
戸

田
南

、
高

島
平
、

中
台

、
板

橋
本

町
、

川
口

ジ
ャ

ン
ク

シ
ョ
ン

、
新

井
宿

、
安

行
、

新
郷

、
加

賀
、

鹿
浜
橋

、
三

郷
ジ

ャ
ン

ク
シ

ョ
ン

、
八

潮
、

八
潮
南

、
加

平
、

江
戸

川
区

谷
河

内
二

丁
目

（
一
般

国
道

１
４

号
（

京
葉

道
路

）
と

の
接

続
部
）、

一
之

江
、
小
松

川
、
市

川
市

高
谷

（
高

速
自

動
車

国
道

東
関

東
自

動
車

道
水
戸

線
と

の
接

続
部

）、
千

鳥
町
、
浦

安
、

葛
西
 

(
ｲ
)
 
割

引
額
 

普
通

車
１

０
０

円
、

大
型

車
２

０
０
円

と
す

る
。
 

(
ｳ
)
 
実

施
す

る
期

間
 

平
成

２
４

年
１

月
１

日
以

降
会

社
が

別
に

定
め

る
日

か
ら

平
成

２
６

年
３

月
３

１

日
ま

で
の

間
と

す
る

。
 

 

キ
 

会
社

間
乗

継
割

引
に

つ
い

て
は
、

次
の

と
お

り
と

す
る
。
 

(
ｱ
)
 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

下
表

中
欄

の
接

続
地

点
を

経
由

し
、

東
日

本
高

速

道
路

株
式

会
社

が
管

理
す

る
同

表
左

欄
の

路
線

及
び

会
社

が
管

理
す

る
同

表
右

欄
の

路
線
（

同
欄

に
掲

げ
る

路
線
の

括
弧
内

の
出

入
口

を
利
用
し

た
場
合

に
限

る
。
）
の

組

合
せ

で
通

行
す

る
Ｅ

Ｔ
Ｃ

車
と

す
る
。
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

 

路
線
 

接
 地

点
 

路
線
 

一
般

国
道

４
０

９
号

（
東

京
湾

横
断

・
木

更
津

東
金

道
路

）
 

川
崎

市
川

崎
区

浮
島

町
 

都
道

高
速

湾
岸

線
 （

湾
岸

環
八

、
空
港

中
央

）
、
 神
奈

川
県

道
高

速
湾

岸
線

（
東

 

扇
島

）、
川
崎

市
道

高
速

縦

貫
線

（
殿

町
、

大
師

）
 

(
ﾛ
)
 
割
引
額
 

 
 

 
 

普
通

車
１

９
０

．
４

７
円
、

大
型

車
３

８
０

．
９

５
円
と

す
る

。
 

  
(
ﾊ
)
 
実

施
す

る
期

間
 

平
成

２
４

年
１

月
１

日
以

降
会

社
が

別
に

定
め

る
日

か
ら

平
成

２
８

年
３

月
３

１

日
ま

で
の

間
と

す
る

。
 

 

(
8
)
 
放
射
道

路
端

末
区

間
割
引

に
つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

と
す
る

。
 

(
ｲ
)
 
割
引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

 
 

 
割

引
を

適
用

す
る

自
動

車
は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

と
す

る
。

 

(
ﾛ
)
 
割
引
後

の
額
 

        

 

 

路
線
 

接
続

地
点
 

路
線
 

一
般

国
道

４
０

９
号

（
東

京
湾

横
断

・
木

更
津

東
金

道
路

）
 

川
崎

市
川

崎

区
浮

島
町
 

都
道

高
速

湾
岸

線
（

湾
岸

環

八
、

空
港

中
央

）
、

神
奈

川

県
道

高
速

湾
岸

線
（

東
扇

島
）

、
川

崎
市

道
高

速
縦

貫

線
（

殿
町

、
大

師
）
 

(
ｲ
)
 
割

引
額
 

 
 

 
 

 
普

通
車
２
０

０
円

、
大
型

車
４

０
０

円
と

す
る

。
 

 

(
ｳ
)
 
実

施
す

る
期

間
 

 
 

 
 

 
平

成
２

４
年

１
月

１
日

以
降

会
社

が
別

に
定

め
る

日
か

ら
平

成
２

６
年

３
月

３
１

日
ま

で
の

間
と

す
る

。
 

 

ク
 

放
射

道
路

端
末

区
間

割
引

に
つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り
と

す
る

。
 

(
ｱ
)
 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

 
 

 
 

 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

と
す

る
。
 

(
ｲ
)
 
割

引
後

の
額
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

下
表

左
欄

に
掲

げ
る

出
入

口
等

か
ら

同
表

中
欄

に
定

め
る

出
入

口
等

の
組

合
せ

で

通
行

し
、

か
つ

、
料

金
距

離
が

１
８
．

０
k
m
を
超

え
る

場
合

、
同
表

右
欄

に
定

め
る

割
引

後
の

額
を

適
用

す
る

。
 

出
入

口
等
 

出
入

口
等
 

割
引

後
の

額
 

普
通

車
 

大
型

車
 

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン

ク
シ

ョ
ン
 

宝
町

、
京

橋
、

新
富

町
、

銀
座

、
飯

倉
、

霞
が

関
、

代
官

町
、

北
の

丸
、

神
田

橋
、

常
盤

橋
、

八
重

洲
、

丸
の

内
、

呉
服

橋
、

江
戸

橋
の

各
出

入
口

及
び

東
京

高
速

道
路

株
式

会
社

の
管

理
す

る
道

路
と

の
接

続
部
 

６
６

６
．

６
６ 円
 

１
，

３
３

３
．

３
２ 円
 

 

表
左

欄
に

掲
げ

る
出

入
口

等
か

ら
同
表

中
欄

に
定

め
る

出
入

口
等
の

組
合

せ
で

通
行

し
、

か
つ
、

料
金

距
離

が
１

８
．

０
k
m
を
超

え
る
場

合
、

同
表

右
欄

に
定

め
る
割

引
後

の
額

を
適

用
す

る
。
 

出
入

口
等
 

出
入

口
等
 

割
引

後
の

額
 

普
通

車
 

大
型

車
 

川
崎

浮
島

ジ
ャ

ン

ク
シ

ョ
ン
 

宝
町

、
京

橋
、

新
富

町
、

銀
座

、
飯

倉
、

霞
が

関
、

代
官

町
、

北
の

丸
、

神
田

橋
、

常
盤

橋
、

八
重

洲
、

丸
の

内
、

呉
服

橋
、

江
戸

橋
の

各
出

入
口

及
び

東
京

高
速

道
路

株
式

会
社

の
管

理
す

る
道

路
と

の
接

続
部
 

７
０

０
円
 

１
，
４
０

０
円
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

(
ﾊ
)
 
実
施
す

る
期

間
 

平
成

２
４

年
１

月
１

日
以

降
会

社
が

別
に

定
め

る
日

か
ら

平
成

２
８

年
３

月
３

１

日
ま

で
の

間
と

す
る

。
 

  

(
9
)
 
電

気
自

動
車

割
引

に
つ
い

て
は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
ｲ
)
 
割
引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

自
動

車
検

査
証

に
お

け
る

燃
料

の
種

類
が

電
気

と

記
載

さ
れ

た
電

池
に

よ
っ

て
駆

動
さ

れ
る

電
動

機
を

原
動

機
と

す
る

検
査

済
自

動
車

（
道

路
運

送
車

両
法

第
６

０
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
自

動
車

検
査

証
の

交
付

を
受

け
た

同
法

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す
る

自
動

車
を

い
う

。）
の

う
ち
、
会

社
が
別
に

定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

登
録

が
さ

れ
、

本
割

引
の

適
用

を
受

け
る

た
め

の
登

録
証

を
搭

載
し

た
Ｅ

Ｔ
Ｃ

車
と

す
る

。
 

(
ﾛ
)
 
割
引
率
 

 
 

５
０

％
以

下
と

す
る

。
 

(
ﾊ
)
 
実
施
す

る
期

間
 

平
成

２
４

年
１

月
１

日
以

降
会

社
が

別
に

定
め

る
日

か
ら

平
成

２
６

年
３

月
３

１

日
ま

で
の

間
と

す
る

。
 

 

(
1
0
)
 
Ｅ

Ｔ
Ｃ

路
線

バ
ス

割
引

に
つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

と
す
る

。
 

(
ｲ
)
 
割
引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
カ

ー
ド

（
た

だ
し

、
車

載

器
と

と
も

に
本

割
引

の
適

用
を

受
け

る
た

め
の

会
社

へ
の

登
録

及
び

料
金

の
前

払
が

な
さ

れ
て

い
る

場
合

に
限

る
。）

を
使

用
し

て
通

行
料

金
の
支

払
を
行

お
う

と
す

る
路

線
バ

ス
（

乗
車

定
員

３
０

人
以

上
の

自
動

車
の

う
ち

、
道

路
運

送
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
１

８
３

号
）

第
３

条
第

１
号

イ
に

規
定

す
る

一
般

乗
合

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
の

用
に

供
す

る
も

の
で

あ
り

、
か

つ
、

会
社

が
そ

の
主

た
る

旅
客

が
観

光
を

目
的

と
す

る
も

の
で

な
い

と
認

定
し

た
も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
と

す
る

。
 

(
ﾛ
)
 
割
引
率
 

３
９

％
以

下
と

す
る

。
 

 

(
ｳ
)
 
実

施
す

る
期

間
 

 
 

 
 

 
平

成
２

４
年

１
月

１
日

以
降

会
社

が
別

に
定

め
る

日
か

ら
平

成
２

６
年

３
月

３
１

日
ま

で
の

間
と

す
る

。
 

  

ケ
 

電
気

自
動

車
割

引
に

つ
い

て
は
、

次
の

と
お

り
と

す
る
。
 

(
ｱ
)
 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

自
動

車
検

査
証

に
お

け
る

燃
料

の
種

類
が

電
気

と

記
載

さ
れ

た
電

池
に

よ
っ

て
駆

動
さ

れ
る

電
動

機
を

原
動

機
と

す
る

検
査

済
自

動
車

（
道

路
運

送
車

両
法

第
６

０
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
自

動
車

検
査

証
の

交
付

を
受

け
た

同
法

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す
る

自
動

車
を

い
う
。）

の
う

ち
、
会

社
が

別
に

定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

登
録

が
さ

れ
、

本
割

引
の

適
用

を
受

け
る

た
め

の
登

録
証

を
搭

載
し

た
Ｅ

Ｔ
Ｃ

車
と

す
る

。
 

(
ｲ
)
 
割

引
率
 

 
 

 
 

 
５

０
％

以
下

と
す

る
。
 

(
ｳ
)
 
実

施
す

る
期

間
 

平
成

２
４

年
１

月
１

日
以

降
会

社
が

別
に

定
め

る
日

か
ら

平
成

２
６

年
３

月
３

１

日
ま

で
の

間
と

す
る

。
 

 

コ
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
路

線
バ

ス
割

引
に

つ
い
て

は
、

次
の

と
お

り
と
す

る
。
 

(
ｱ
)
 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
カ

ー
ド

（
た

だ
し

、
車

載

器
と

と
も

に
本

割
引

の
適

用
を

受
け

る
た

め
の

会
社

へ
の

登
録

及
び

料
金

の
前

払
が

な
さ

れ
て

い
る

場
合

に
限

る
。）

を
使

用
し

て
通

行
料
金
の
支

払
を
行

お
う

と
す

る
路

線
バ

ス
（

乗
車

定
員

３
０

人
以

上
の

自
動

車
の

う
ち

、
道

路
運

送
法

（
昭

和
２

６
年

法
律

第
１

８
３

号
）

第
３

条
第

１
号

イ
に

規
定

す
る

一
般

乗
合

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
の

用
に

供
す

る
も

の
で

あ
り

、
か

つ
、

会
社

が
そ

の
主

た
る

旅
客

が
観

光
を

目
的

と
す

る
も

の
で

な
い

と
認

定
し

た
も
の

を
い

う
。

以
下
同
じ

。
）
と

す
る

。
 

(
ｲ
)
 
割

引
率
 

３
９

％
以

下
と

す
る

。
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

(
1
1
)
 
首

都
高

速
道

路
企

画
割

引
に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
と
す

る
。
 

会
社

は
、

独
立

行
政

法
人

日
本

高
速

道
路

保
有

・
債

務
返

済
機

構
へ

の
貸

付
料

の
支

払
に

支
障

の
な

い
範

囲
に

お
い

て
、
次

の
と

お
り

割
引

を
実

施
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
ｲ
)
 
割
引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

 
 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、
Ｅ

Ｔ
Ｃ

車
と

す
る

。
 

(
ﾛ
)
 
割
引
率
 

 
 

 
個

々
の

企
画

割
引

ご
と

に
企
画

内
容

に
合

わ
せ

て
適

宜
設
定

す
る

。
 

(
ﾊ
)
 
実
施
す

る
期

間
 

 
 

 
実

施
す

る
期

間
を

個
々

の
企
画

割
引

ご
と

に
適

宜
設

定
す
る

。
 

(
ﾆ
)
 
適
用
区

間
 

個
々

の
企

画
割

引
ご

と
に

企
画

内
容
に

合
わ

せ
て

適
用

区
間

を
適
宜

設
定

す
る
。
 

(
ﾎ
)
 
事
前
の

届
出
 

個
々

の
企

画
割

引
ご

と
に

上
記

(
ｲ
)
か

ら
(
ﾆ
)
ま

で
の

詳
細

に
つ

い
て

、
事

前
に

国

土
交

通
大

臣
に

届
出

を
行

う
も

の
と
す

る
。
 

 

(
1
2
)
 

有
料

道
路

の
料

金
に

係
る

社
会

実
験

に
関

す
る

割
引

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り

と
す

る
。
 

(
ｲ
)
 
割
引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

首
都

高
速

道
路

を
通

行
し

、
有

料
道

路
の

料
金

に

係
る

社
会

実
験

に
参

加
す

る
全

自
動
車

と
す

る
。
 

(
ﾛ
)
 
割
引
率
 

 
 

個
々

の
社

会
実

験
ご

と
に

実
験
内

容
に

合
わ

せ
て

割
引

率
を
適

宜
設

定
す

る
。
 

 (
ﾊ
)
 
実
施
す

る
期

間
 

個
々

の
社

会
実

験
ご

と
に

実
験

内
容
に

合
わ

せ
て

実
施

す
る

期
間
を

限
定

す
る
。
 

(
ﾆ
)
 
適
用
区

間
 

 
 

個
々

の
社

会
実

験
ご

と
に

実
験
内

容
に

合
わ

せ
て

適
用

区
間
を

限
定

す
る

。
 

(
ﾎ
)
 
事
前
の

届
出
 

個
々

の
社

会
実

験
ご

と
に

上
記

(
ｲ
)
か

ら
(
ﾆ
)
ま

で
の

詳
細

に
つ

い
て

、
事

前
に

国

土
交

通
大

臣
に

届
出

を
行

う
も

の
と
す

る
。
 

 

サ
 

首
都

高
速

道
路

企
画

割
引

に
つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り
と

す
る

。
 

会
社

は
、

機
構

へ
の

貸
付

料
の

支
払

に
支

障
の

な
い

範
囲

に
お

い
て

、
次

の
と

お
り

割
引

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

 

(
ｱ
)
 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

 
 

 
 

 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

と
す

る
。
 

(
ｲ
)
 
割

引
率
 

 
 

 
 

 
個

々
の

企
画

割
引

ご
と
に

企
画

内
容

に
合

わ
せ

て
適
宜

設
定

す
る

。
 

(
ｳ
)
 
実

施
す

る
期

間
 

 
 

 
実

施
す

る
期

間
を

個
々

の
企
画

割
引

ご
と

に
適

宜
設
定

す
る

。
 

(
ｴ
)
 
適

用
区

間
 

個
々

の
企

画
割

引
ご

と
に

企
画

内
容
に

合
わ

せ
て
適
用

区
間

を
適
宜

設
定

す
る

。
 

(
ｵ
)
 
事

前
の

届
出
 

 
 

 
個

々
の

企
画

割
引

ご
と

に
上

記
(
ｱ
)
か

ら
(
ｴ
)
ま

で
の

詳
細

に
つ

い
て

、
事

前
に

国

土
交

通
大

臣
に

届
出

を
行

う
も

の
と
す

る
。
 

 

シ
 

有
料

道
路

の
料

金
に

係
る

社
会

実
験

に
関

す
る

割
引
に

つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

と

す
る

。
 

(
ｱ
)
 
割

引
を

適
用

す
る

自
動
車

 

 
 

 
 

 
割

引
を

適
用

す
る

自
動

車
は

、
首

都
高

速
道

路
を

通
行

し
、

有
料

道
路

の
料

金
に

係
る

社
会

実
験

に
参

加
す

る
全

自
動
車

と
す

る
。
 

(
ｲ
)
 
割

引
率
 

 
 

 
 

 
個

々
の

社
会

実
験

ご
と
に

実
験

内
容

に
合

わ
せ

て
割
引

率
を

適
宜

設
定

す
る

。
 

 (
ｳ
)
 
実

施
す

る
期

間
 

個
々

の
社

会
実

験
ご

と
に

実
験

内
容
に

合
わ

せ
て
実
施

す
る

期
間
を

限
定

す
る

。
 

(
ｴ
)
 
適

用
区

間
 

 
 

 
 

 
個

々
の

社
会

実
験

ご
と
に

実
験

内
容

に
合

わ
せ

て
適
用

区
間

を
限

定
す

る
。

 

 
 

 
(
ｵ
) 

事
前

の
届

出
 

個
々

の
社

会
実

験
ご

と
に

上
記

(
ｱ
)
か

ら
(
ｴ
)
ま

で
の

詳
細

に
つ

い
て

、
事

前
に

国

土
交

通
大

臣
に

届
出

を
行

う
も

の
と
す

る
。
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

 

二
. 

割
引
相
互

間
の

適
用

関
係

 

(
1
)
 
上
限
料

金
の

引
下

げ
に
係

る
割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

は
、

記
〔

３
〕

に
定
め
る
全

て
の

割
引

と
重

複
す

る
も

の
と

し
、

上
限

料
金

の
引

下
げ

に
係

る
割

引
を

適
用

し
た

後

の
金

額
に

対
し

て
記

〔
３

〕
に

定
め
る

割
引

を
適

用
す

る
。

 

(
2
)
 

記
(
1
)
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
障

害
者

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

に
重

複
し

て
適

用
す

る
割

引
は

、
Ｅ

Ｔ
Ｃ

前
納

割
引

に
限

る
も

の
と

し
、

障
害

者
割

引
を

適
用

し
た

後

の
金

額
に

対
し

て
当

該
割

引
を

適
用
す

る
。
 

(
3
)
 

記
(
1
)
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
電

気
自

動
車

割
引

を
適

用
す

る
自

動
車

に
重

複
し

て
適

用
す

る
割

引
は
、

Ｅ
Ｔ
Ｃ

前
納
割

引
又

は
大

口
・
多
頻

度
割
引

に
限

る
も

の
と
し
、

電
気

自
動

車
割

引
を

適
用

し
た

後
の
金

額
に

対
し

て
当

該
割

引
を
適

用
す

る
。
 

(
4
)
 
Ｅ
Ｔ
Ｃ

路
線

バ
ス

割
引
を

適
用
す

る
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

上
限

料
金

の
引
下
げ
に

係
る

割
引

以
外

の
割

引
と

重
複

し
て
適

用
し

な
い

。
 

(
5
)
 
環
境
ロ

ー
ド

プ
ラ

イ
シ
ン

グ
割
引
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
前

納
割
引

、
大

口
・

多
頻

度
割
引
、
中

央
環

状
線

迂
回

利
用

割
引

、
会

社
間

乗
継

割
引

及
び

放
射

道
路

端
末

区
間

割
引

相
互

間

の
重

複
適

用
関

係
は

、
次

の
と

お
り
と

す
る

。
 

  

 
 

(
ｲ)
 
重

複
適

用
の

有
無
 

（
注

）
 
 

Ａ
 
「

環
境

」
、「

前
納

」
、「

大
口

」
、「

中
環

」、
「
乗

継
」、
「

放
射

」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
、

環
境

ロ
ー

ド
プ

ラ
イ

シ
ン

グ
割

引
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
前

納
割

引
、

大
口

・
多

頻
度

割
引

、

中
央

環
状

線
迂

回
利

用
割

引
、

会
社

間
乗

継
割

引
及

び
放

射
道

路
端

末
区

間
割

引

を
指

す
。
 

 
環

境
 

 
○

･
･
･適

用
あ

り
 

前
納
 

○
 

前
納
 

 
×

･
･
･適

用
な

し
 

大
口
 

○
 

×
 

大
口
 

 
―

･
･
･重

複
し

得
な
い
 

中
環
 

○
 

○
 

○
 

中
環
 

乗
継
 

○
 

○
 

○
 

―
 

乗
継
 

放
射
 

〇
 

○
 

○
 

○
 

―
 

放
射
 

 

 

(２
) 

割
引

相
互

間
の

適
用

関
係

 

 
 

ア
 

上
限

料
金

の
引

下
げ

に
係

る
割

引
を

適
用

す
る

自
動

車
は

、
第

３
項

に
定

め
る

全
て

の
割

引
と

重
複

す
る

も
の

と
し

、
上

限
料

金
の

引
下

げ
に

係
る

割
引

を
適

用
し

た
後

の
金

額
に

対
し

て
第

３
項

に
定

め
る
割

引
を

適
用

す
る
。
 

イ
 

同
号

ア
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
障

害
者

割
引

を
適
用

す
る

自
動

車
に

重
複

し
て

適

用
す

る
割

引
は

、
Ｅ

Ｔ
Ｃ

前
納

割
引

に
限

る
も

の
と

し
、

障
害

者
割

引
を

適
用

し
た

後
の

金
額

に
対

し
て

当
該

割
引

を
適
用

す
る

。
 

ウ
 

同
号

ア
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
電

気
自

動
車

割
引
を

適
用

す
る

自
動

車
に

重
複

し

て
適

用
す

る
割

引
は

、
Ｅ

Ｔ
Ｃ

前
納

割
引

又
は

大
口

・
多

頻
度

割
引

に
限

る
も

の
と

し
、

電
気

自
動

車
割

引
を

適
用

し
た
後

の
金

額
に

対
し
て
当

該
割
引

を
適

用
す

る
。
 

エ
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
路

線
バ

ス
割

引
を

適
用

す
る

自
動

車
に

つ
い
て

は
、

上
限

料
金

の
引

下
げ

に

係
る

割
引

以
外

の
割

引
と

重
複

し
て
適

用
し

な
い

。
 

 
 

オ
 

環
境

ロ
ー

ド
プ

ラ
イ

シ
ン

グ
割

引
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
前

納
割

引
、

大
口

・
多

頻
度

割
引

、
中

央
環

状
線

迂
回

利
用

割
引

、
会

社
間

乗
継

割
引

及
び

放
射

道
路

端
末

区
間

割
引

相
互

間
の

重
複

適
用

関
係

は
、

次
の

と
お
り

と
す

る
。
 

 

 (
ｱ
)
 
重

複
適

用
の

有
無
 

（
注

）
 

Ａ
 
「

環
境

」
、「

前
納

」
、「

大
口

」
、「

中
環

」、
「
乗

継
」、
「

放
射

」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
、

環
境

ロ
ー

ド
プ

ラ
イ

シ
ン

グ
割

引
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
前

納
割

引
、

大
口

・
多

頻
度

割
引

、

中
央

環
状

線
迂

回
利

用
割

引
、

会
社

間
乗

継
割

引
及

び
放

射
道

路
端

末
区

間
割

引

を
指

す
。
 

 
環

境
 

 
○

･
･
･適

用
あ

り
 

前
納
 

○
 

前
納
 

 
×

･
･
･適

用
な

し
 

大
口
 

○
 

×
 

大
口
 

 
―

･
･
･重

複
し

得
な

い
 

中
環
 

○
 

○
 

○
 

中
環
 

乗
継
 

○
 

○
 

○
 

―
 

乗
継
 

放
射
 

―
 

○
 

○
 

○
 

―
 

放
射
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

Ｂ
 

会
社

間
乗

継
割

引
を

適
用

し
た
時

点
で

、〔
１
〕

か
ら
〔

３
〕

ま
で

に
掲
げ
る

事

項
の

実
施

以
前

に
お

け
る

環
境

ロ
ー

ド
プ

ラ
イ

シ
ン

グ
割

引
を

適
用

し
た

料
金

以

下
と

な
る

、
大

師
出

入
口

、
殿

町
出

入
口

又
は

東
扇

島
出

入
口

と
一

般
国

道
４

０

９
号

（
東

京
湾

横
断

・
木

更
津

東
金

道
路

）
と

の
通

行
に

関
し

て
は

会
社

間
乗

継

割
引

の
み

を
適

用
し

、
環

境
ロ

ー
ド

プ
ラ

イ
シ

ン
グ

割
引

は
重

複
し

て
適

用
し

な

い
。
 

(
ﾛ
)
 
重
複
適

用
の

順
序
 

適
用

の
順

序
 

割
引

の
種

類
 

１
 

上
限

料
金

の
引

下
げ

に
係

る
割

引
 

２
 

中
央

環
状

線
迂

回
利

用
割

引
又

は
会
社

間
乗

継
割

引
 

３
 

環
境

ロ
ー

ド
プ

ラ
イ

シ
ン

グ
割

引
又
は

放
射

道
路

端
末

区
間

割
引
 

４
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
前

納
割

引
又

は
大

口
・

多
頻
度

割
引
 

 

三
．

消
費

税
等

の
取

扱
い

並
び

に
割
引

額
又

は
割

引
後

の
額

の
単
位
 

同
項

第
１

号
に

定
め

る
割

引
額

、
割

引
後

の
額

に
消

費
税

法
及

び
地

方
税

法
に

て
定

め

る
消

費
税

額
及

び
地

方
消

費
税

額
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
、

四
捨

五
入

に
よ

り
、

１
０

円
単

位
の

端
数

処
理

を
行

う
こ

と
と
す

る
。
 

た
だ

し
、
事
前

に
国

土
交

通
大

臣
に
届

出
を

行
う

こ
と

で
、
切

捨
て

に
よ

り
、
１
０
円
単

位
の

端
数

処
理

を
行

う
こ

と
が

で
き
る

。
 

 〔
４

〕
 

料
金

の
徴

収
期

間
 

平
成

１
８

年
４

月
１

日
か

ら
平

成
６
２

年
９

月
３

０
日

ま
で

と
す
る

。
た

だ
し

、
国

土

交
通

大
臣

か
ら

許
可

を
受

け
た

に
日
お

い
て

未
供

用
の

路
線

又
は
区

間
に

つ
い

て
は

、
供

用
開

始
の

日
か

ら
平

成
６

２
年

９
月
３

０
日

ま
で

と
す

る
。

 

 〔
５

〕
 

そ
の

他
 

一
．

 
け

ん
引

自
動

車
 

け
ん

引
自

動
車
（

け
ん

引
す
る

た
め
の

構
造

及
び

装
置

を
有

す
る
自

動
車

を
い

う
。）

が
、

Ｂ
 

会
社

間
乗

継
割

引
を

適
用

し
た

時
点

で
、

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

の
実

施
以

前
に

お
け

る
環

境
ロ

ー
ド

プ
ラ

イ
シ

ン
グ

割
引

を
適

用
し

た
料

金

以
下

と
な

る
、

大
師

出
入

口
、

殿
町

出
入

口
又

は
東

扇
島

出
入

口
と

一
般

国
道

４

０
９

号
（

東
京

湾
横

断
・

木
更

津
東

金
道

路
）

と
の

通
行

に
関

し
て

は
会

社
間

乗

継
割

引
の

み
を

適
用

し
、

環
境

ロ
ー

ド
プ

ラ
イ

シ
ン

グ
割

引
は

重
複

し
て

適
用

し

な
い

。
 

(
ｲ
)
 
重

複
適

用
の

順
序
 

適
用

の
順

序
 

割
引

の
種

類
 

１
 

上
限

料
金

の
引

下
げ

に
係

る
割

引
 

２
 

中
央

環
状

線
迂

回
利

用
割

引
又

は
会
社

間
乗

継
割

引
 

３
 

環
境

ロ
ー

ド
プ

ラ
イ

シ
ン

グ
割

引
又
は

放
射

道
路

端
末

区
間

割
引
 

４
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
前

納
割

引
又

は
大

口
・

多
頻
度

割
引
 

        ４
 

料
金

の
徴

収
期

間
 

平
成

１
８

年
４

月
１

日
か

ら
平

成
６
２

年
９

月
３

０
日

ま
で
と

す
る

。
た

だ
し

、
国

土

交
通

大
臣

か
ら

許
可

を
受

け
た

日
に
お

い
て

未
供

用
の

路
線
又

は
区

間
に

つ
い

て
は

、
供

用
開

始
の

日
か

ら
平

成
６

２
年

９
月
３

０
日

ま
で

と
す

る
。
 

 ５
 

そ
の

他
 

(
１

)
 
け

ん
引

自
動

車
 

け
ん

引
自

動
車
（

け
ん

引
す
る

た
め
の

構
造

及
び

装
置

を
有
す

る
自

動
車

を
い

う
。
）
が
、
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新

（
今
回

同
意

申
請

内
容

）
 

旧
（

現
行

事
業

許
可

に
係

る
同

意
申
請

内
容

）
 

被
け

ん
引

自
動

車
（

け
ん

引
さ

れ
る

た
め

の
構

造
及

び
装

置
を

有
す

る
自

動
車

を
い

う
。

以
下

同
じ

。）
１
台

を
け

ん
引
し

て
い
る

場
合

に
は
、

１
台
の

自
動
車

と
み

な
す
。
被
け
ん

引
自

動
車

を
２

台
以

上
け

ん
引

し
て

い
る

場
合

に
は

、
２

台
目

以
後

の
被

け
ん

引
自

動
車

に
つ

い
て

、
１

台
に

つ
き

更
に

普
通
車

の
料

金
１

台
分

を
徴

収
す
る

。
 

  

二
．

 
乗

継
に

つ
い

て
 

首
都

高
速

道
路

を
通

行
し

て
き

た
Ｅ

Ｔ
Ｃ

車
が

、
引

き
続

き
東

京
高

速
道

路
株

式
会

社

線
を

通
行

し
、

更
に

引
き

続
い

て
首

都
高

速
道

路
を

通
行

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
Ｅ

Ｔ
Ｃ

シ
ス

テ
ム

に
当

該
通

行
実

績
を

記
録

し
た

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
を

１
回

の
通

行
と

み
な

す
。

ま
た

、
首

都
高

速
道

路
を

通
行

し
て

き
た

現
金

車
が

、
引

き
続

き
東

京
高

速
道

路
株

式
会

社
線

を
通

行
し

、
更

に
引

き
続

い
て

首
都

高
速

道
路

を
通

行
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

乗
継

券
を

提
出

し
た

自
動

車
に
つ

い
て

は
、

こ
れ

を
１

回
の
通

行
と

み
な

す
。
 

 

三
．

 
実

施
期

日
 

記
〔

１
〕

か
ら

〔
３

〕
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
は

平
成

２
４

年
１

月
１

日
以

降
会

社
が

別

に
定

め
る

日
か

ら
実

施
し

、
そ

れ
ま
で

の
間

は
従

前
の

と
お

り
と
す

る
。
 

 

以
 

 
上
 

被
け

ん
引

自
動

車
（

け
ん

引
さ

れ
る

た
め

の
構

造
及

び
装
置

を
有

す
る

自
動

車
を

い
う

。

以
下

同
じ

。）
１
台

を
け

ん
引
し

て
い
る

場
合

に
は
、

１
台
の

自
動
車

と
み

な
す
。

被
け
ん

引
自

動
車

を
２

台
以

上
け

ん
引

し
て

い
る

場
合

に
は

、
２
台

目
以

後
の

被
け

ん
引

自
動

車

に
つ

い
て

、
１

台
に

つ
き

更
に

普
通
車

の
料

金
１

台
分

を
徴
収

す
る

。
 

  

(
２

)
 
乗

継
に

つ
い

て
 

 
 

 
首

都
高

速
道

路
を

通
行

し
て

き
た

Ｅ
Ｔ

Ｃ
車

が
、

引
き

続
き

東
京

高
速

道
路

株
式

会
社

線
を

通
行

し
、

更
に

引
き

続
い

て
首

都
高

速
道

路
を

通
行
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ

シ
ス

テ
ム

に
当

該
通

行
実

績
を

記
録

し
た

自
動

車
に

つ
い
て

は
、

こ
れ

を
１

回
の

通
行

と

み
な

す
。

ま
た

、
首

都
高

速
道

路
を

通
行

し
て

き
た

現
金
車

が
、

引
き

続
き

東
京

高
速

道

路
株

式
会

社
線

を
通

行
し

、
更

に
引

き
続

い
て

首
都

高
速
道

路
を

通
行

す
る

場
合

で
あ

っ

て
、

乗
継

券
を

提
出

し
た

自
動

車
に
つ

い
て

は
、

こ
れ

を
１
回

の
通

行
と

み
な

す
。
 

 

(
３

)
 
実

施
期

日
 

 
 

 
 

国
土

交
通

大
臣

か
ら
許

可
を
受

け
た

日
か

ら
実

施
す

る
も
の

と
す

る
。
た

だ
し
、

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

に
掲

げ
る

事
項

は
平

成
２

４
年

１
月
１

日
以

降
会

社
が

別
に

定
め

る

日
か

ら
実

施
し

、
そ

れ
ま

で
の

間
は
従

前
の

と
お

り
と

す
る
。
 

以
 

 
上
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臨海副都心

凡 例

都心環状線

本市市域部分

市内出入口

他の高速道路

中央環状線

旧料金圏境

殿町

大師

東扇島

浜川崎
浮島

浅田

空港中央

葛西

羽田

空港関連出入口

別添資料

首都高速道路ネットワーク図

湾岸環八

旧料金圏境

大黒JCT

※出入口箇所については主なものを表示


